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平成２４年度一般会計予算特別委員会会議録 

平成２４年３月１４日（水） 

（開 会） ９：５８ 

（閉 会）１６：５５ 

○委員長 

ただいまから、平成２４年度一般会計予算特別委員会を開会いたします。 

この際、委員会の運営方法についてお諮りさせていただきます。本日から予算審査を行うわ

けですが、審査の方法といたしましては、お手元に配付いたしております審査順序のとおり審

査を進めてまいりたいと考えております。まず、事前に通告のあった資料要求を行います。な

お、通告以外の資料要求はそのつど、お諮りしていきます。次に、各款の質疑に入りますが、

表に示しておりますように、歳出は７つに区切り、歳入は一括して質疑を行いたいと思います。

なお、歳出・歳入の両方にまたがるものについては、歳出のほうで、質疑をお願いします。次

に、繰越明許費、債務負担行為、地方債についての質疑を行います。 

次に、答弁を保留した質疑、および各款・各条にまたがる質疑を総括質疑として行い、最後

に討論、採決を行います。また、「議案第５０号 平成２４年度飯塚市一般会計補正予算（第

１号）」については、議案第２号の採決の後、議題とし、質疑、討論、採決を行います。 

以上のような委員会運営を考えておりますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

ご異議もないようですので、そのような運営をさせていただきます。 

 次に、執行部の皆さんに要望しておきます。この特別委員会がスムーズかつ能率的に運営で

きますように、各委員からの質疑に対しては、その内容を確実に把握され、質問された部分に

対してのみ、ハッキリと的確な答弁をお願いします。また、各款の審査における所管課は必ず

前方に着席し答弁に備えていただきますよう徹底をお願いいたします。 

最後に、審査の過程で、対象となる款に関係の無い方は各職場での通常業務を優先してくだ

さい。以上、皆さんのご協力をお願いいたします。 

それでは、「議案第２号 平成２４年度 飯塚市一般会計予算」を議題といたします。お手

元に配付いたしております資料要求一覧表のとおり、事前に資料要求の通告があっております。

執行部におたずねいたします。各委員から要求があっております資料は提出できますか。 

○財政課長 

 資料要求につきましては各課にまたがりますので、財政課のほうでお答えさせていただきま

す。要求のありました資料はすべて提出をさせていただきますが、永末委員から要求のありま

した資料要求一覧表１ページの中程になりますが、自治会未加入世帯数につきましては、別の

行政協力員等報酬の資料に含んで提出をさせていただいております。また宮嶋委員から要求の

ありました、これは２ページになりますが、２ページの上から４段目でございます。私立保育

所運営費負担金の推移、２００７年度から２０１１年度、この資料につきましては３ページの

中ほど９段目の私立保育所運営費推移に含まれており、同じく宮嶋委員から要求の２ページの

下から４段目になりますが、同和団体収支報告書２０１０年度、２０１１年度につきましては、

別資料の交付団体の状況資料に含まれております。 

○委員長 

お諮りいたします。各委員から要求がありました資料について、要求することに、ご異議あ

りませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。ただいま要求された資料

のうち、準備がなされた資料を事務局に配付させます。 

（ 配 付 ） 
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それでは、執行部から全般にわたり補足説明を求めます。 

○財政課長 

 それでは予算の概要について説明をさせていただきます。配布いたしております平成２４年

度予算資料をお願いいたします。 

１ページをお願いいたします。予算額につきまして、一般会計で５８７億５０００万円を計

上いたしております。前年度と比較いたしますと、５億３２００万円、率にして０．９％の増

となっております。 

２ページをお願いいたします。予算の概要を費目毎にまとめ、予算書のページを記載いたし

ております。このなかの主なものについて、ご説明いたします。 

まず、歳入でございますが、市税は２３年度の決算見込を基に経済状況等を勘案し、総額で

１３２億１２３２万３千円を計上いたしております。うち個人市民税では年少扶養控除廃止に

よる影響見込額の約２億６７００万円増を含んでおりますが、景気による所得影響もあり１憶

５４００万円ほどの増額にとどまっております。固定資産税につきましては、評価替え等によ

り前年度より約３億円の減収を見込んでおります。地方交付税は、普通交付税で前年度より

２憶５０００万円多い１４９憶５０００万円を計上しておりますが、臨時財政対策債を含めた

実質的な交付税総額では平成２３年度決定額より約２憶１９００万円の減額を見込んでおりま

す。また、特別交付税につきましては、交付実績等を勘案し、１８億円を計上いたしておりま

す。 

２ページの下から３ページ、４ページにかけて記載しております国庫支出金および県支出金

につきましては、本年度実施事業に係る国・県の負担金、補助金および交付金を計上しており

ます。 

４ページをお願いします。繰入金の地域振興基金繰入金は、平成２３年度に市町村振興協会

から配分され、積立てます基金の一部について、定住促進事業等の財源として活用するもので

ございます。諸収入の福岡県市町村振興協会助成金は平成２４年度配分額の１憶５３５８万

３千円を歳入で計上し、同額を歳出で地域振興基金に積み立てるものでございます。 

５ページをお願いいたします。市債につきましては、臨時財政対策債約２３億円を含み、過

疎債ソフト事業分の地域振興事業債や合併特例債を充当する清掃施設整備事業債、浸水対策事

業債など、総額で６７億１０５万円を計上いたしておりますが、うち合併特例債は４１憶

４０１０万円となっております。この合併特例債につきましては、学校給食事業特別会計計上

分を加えますと平成２４年度当初予算計上分が５５憶９１９０万円となり、平成２２年度繰越

事業以降は予算ベースとなりますが、累計で１３１憶６３８０万円を借り入れる見込みとなっ

ております。これを限度額から差し引きました発行可能残高は３３２憶９６２０万円となりま

す。また、小中学校の施設整備事業債につきましては、平成２４年度に予定しておりました事

業を平成２３年度の国の補正予算対応で繰越事業として実施することとなりましたので、前年

度より大幅に減額となっています。 

次に、歳出でございますが、職員人件費の一般及び特別会計の総額は、退職等により前年度

より約２憶２５００万円少ない７８億５８７万３千円を計上いたしております。職員数は、一

般職で任期付雇用職員を含み３５人の減となっております。 

６ページをお願いいたします。議会費の議員共済給付負担金は、負担率の変更等により減額

となっております。財産管理費の財政調整基金積立金では、財源調整のため約１億円を積立て

るものでございます。 

７ページをお願いいたします。企画費の自治基本条例策定経費では、平成２５年度の制定を

目指し、検討・策定作業に要する経費を計上いたしております。地域振興費のコミュニティバ

ス運行事業につきましては、運行主体を地域公共交通協議会から飯塚市へと変更し、予約乗合

タクシーおよびコミュニティバスの運行事業等に係る経費を計上いたしております。旧４町ま
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ちづくり支援事業費は、人材や地域資源を掘り起こし、地域独自のまちづくりを支援しようと

するものでございます。 

８ページをお願いいたします。電算管理費の住基等基幹業務（住民基本台帳）システム改造

委託料は、外国人住民に係る住民基本台帳制度の改正等に対応するものでございます。部落解

放同盟補助金は、見直しにより８００万円の減額となっております。 

９ページをお願いします。戸籍住民基本台帳費では、住民基本台帳システムのアパート名等

の表示に係る改造経費、戸籍システムとの連携機能構築のための経費、および２４年度からの

市民課窓口業務委託に係る経費を計上いたしております。民生費の社会福祉総務費では、地域

福祉計画策定委託料を計上し、平成２５年度からの計画策定に向けた市民意見募集等を実施い

たします。民生委員児童委員協議会出資金につきましては、民生金庫貸付の原資不足が見込ま

れるため、５０万円の増資をするものでございます。 

１０ページをお願いします。高齢者福祉費の高齢者運転免許証自主返納者移動支援補助金に

つきましては、免許証の自主返納者に対し、タクシーチケット等を配布することで、返納を促

そうとするものでございます。障がい者福祉費の飯塚国際車いすテニス大会開催補助金では、

メインコート両側の仮設観客席設置経費分を増額して計上いたしております。障がい児通所支

援事業費につきましては、１８歳未満の障がい児にかかるデイサービス事業や日中一時支援事

業等について、平成２４年度から児童福祉法に基づく事業として実施するため別途区分して計

上するものでございます。障がい者自立支援給付費では、サービス利用者の増加に伴い介護給

付費および訓練等給付費ともに前年度より大きく伸びております。 

１１ページをお願いいたします。児童福祉総務費では、子育て支援交付金を活用して、前年

度に引き続き１歳未満の乳児がいる家庭を訪問する乳児家庭全戸訪問事業を実施いたします。

また、子ども医療費につきましては、昨年の１月より小学１年生から３年生までの医療費負担

軽減措置の拡大を行っておりますが、前年比で約１６００万円の増額計上となっております。

児童措置費の子どものための手当給付費につきましては、給付費総額約２１億円を計上してお

ります。保育所費では、４月１日からの津原保育所の民営化等に伴い、公立保育所運営費が減

額となっております。 

１２ページをお願いします。認定こども園整備事業費につきましては、平成２５年度からの

開設を予定しております３園の整備事業費を計上いたしております。青少年対策費の頴田児童

館建設事業は、頴田小・中学校および公民館等と併せて建設するもので、平成２５年度の開設

を予定いたしております。生活保護扶助費につきましては、保護率の増加傾向が続いており、

前年度比約３憶７０００万円の増額で、１０９億９１４６万１千円を計上いたしております。 

１３ページをお願いいたします。衛生費、予防費の予防接種費では、公費負担による子宮頸

がん個別接種、ヒブワクチン個別接種、小児用肺炎球菌ワクチン接種などを実施しており、約

３憶１０００万円の委託料を計上しております。健康づくり推進費では、引き続き女性特有の

がん検診など各種がん検診委託料を計上しております。環境対策費の住宅用太陽光発電システ

ム設置費補助金は、交付率４５％の国の交付金を受け、昨年に引き続き定住化の促進と循環型

社会の構築に向け実施するものでございます。上水道費の水道事業会計補助金は、繰出し基準

などの簡易水道事業分および２４年度に実施する配水管布設替工事等の合併事業に対する出資

分７億６６０万円を計上いたしております。病院費の病院事業会計補助金は、病床および救急

病院等に係る普通交付税基準財政需要額算入分、および合併特例債を活用して昨年度から５カ

年事業で実施しております市立病院の機械整備事業分の出資金２５００万円を計上いたしてお

ります。 

１４ページをお願いいたします。清掃総務費のふくおか県央環境施設組合負担金につきまし

ては、主にＲＤＦ処理委託料の値上げおよびモーター減速機取替修繕などのＲＤＦ施設改善費

に多額の経費を要するため、負担金が増額となっております。ごみ処理費の清掃工場電気・機
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械設備等更新委託料は、合併特例債を活用し平成２６年度までの５カ年計画で実施するもので

ございます。同様に、リサイクルプラザやし尿処理費の環境センターにおきましても、合併特

例債を活用して機械設備および電気計装設備の更新を実施いたします。労働費の労働諸費では、

緊急雇用対策事業費として県の臨時特例基金を活用し、次の１５ページにかけて記載しており

ます緊急雇用対策のため１８の事業を計上し、雇用の創出等を図ろうとするものでございます。

なお、当基金事業は本年度が最終実施年度となっております。同じく１５ページの農業振興費

では、転作等推進補助金外の農業振興のための各種補助事業費を計上いたしております。 

１６ページをお願いいたします。農業土木費の農村環境整備では、県補助事業として岡谷た

め池改修事業以下４件のため池改修・しゅんせつ事業および排水路改良工事を実施いたします。

また、農業施設関係の浸水対策事業では、合併特例債を活用しまして、以下に記載しておりま

す用排水路および貯水施設の改良事業などを実施するものでございます。前年度比で約３憶

６０００万円増の予算計上となっております。 

１７ページをお願いいたします。商工費、商工業振興費の地域活性化商品券発行事業補助金

は、プレミアム商品券のプレミアム分２０００万円のうち県補助と事業実施者の負担を除く

１０００万円を補助しようとするものであります。平成２４年度は、市外居住者への販売も予

定しております。産学官連携コミュニティ創出事業費からスマートフォンアプリコンテスト事

業費までの４件および１８ページの新産業創出戦略プロジェクト支援補助金の計５件の事業に

つきましては、産学官の連携、起業家の育成および医工学の連携等を推進し新産業の創出につ

なげるため、本年度新規に実施する事業でございます。また、同じ１８ページの産業振興構想

策定支援委託料は、地域資源や経済状況の調査を行い、本市産業振興のための構想・戦略策定

の支援業務を委託するものでございます。中心市街地活性化事業費は、活性化基本計画に基づ

く各種ソフト事業に係る経費について計上いたしております。逆玉手箱実践商店街事業以下

７件の事業を実施するもので、国の交付金等を活用し約３４００万円を計上いたしております。 

１９ページをお願いいたします。土木費、土木総務費の住宅リフォーム補助金は、地域経済

の活性化と転出抑制を図るため平成２３年度に引き続き実施するものでございます。また、マ

イホーム取得奨励補助金につきましては、定住促進のための新規事業として平成２６年度まで

の３カ年で実施するもので、市外居住者が市内に新築または中古住宅を購入する際の費用の一

部を助成するものでございます。道路橋りょう維持費では、２メートル以上の橋りょうについ

て、今後の長寿命化修繕計画策定支援のための委託料を計上いたしております。道路橋りょう

新設改良費では、以下に記載しております赤坂・鴨生線および黒岩･堤田線等々の道路新設・

改良事業を実施いたします。なお、阿恵・田中３号線道路改良事業につきましては、過疎債を

活用して実施するものであります。また、中心市街地活性化事業として新飯塚商店街通りおよ

び嘉穂劇場周辺の歩行者空間整備事業を実施いたします。 

２０ページをお願いいたします。都市計画総務費の中心市街地活性化事業費では、基本計画

に掲げております吉原町地区、西鉄バスセンター周辺の再開発事業、ダイマル跡地コミュニテ

ィビル整備事業および飯塚本町東地区整備事業に係る経費、約２憶７６００万円を計上するも

ので、国の交付金や合併特例債を活用して実施いたします。公園費におきましても中心市街地

活性化事業費として、飯塚緑道整備工事に係る設計委託料を計上しております。下水道費の浸

水対策事業費につきましては、合併特例債等の財源を活用いたしまして、基本計画に基づき排

水ポンプ場・排水路改修等の各所調査測量設計委託料、および２１ページに記載しております

排水路整備・調整池新設などの各事業について、約８憶３１００万円の事業費を計上いたして

おります。なお、本年度から技術職員の不足を補うため、技術者派遣手数料４名分を計上して

おります。別途、農業土木費の浸水対策事業でも１名分の予算を計上しておりますので、技術

者の派遣は計５名を予定しております。同じく２１ページで、住宅管理費の鯰田南町住宅汚水

管渠布設工事調査設計業務負担金は、同住宅の汚水ポンプ場老朽化により、圧送方式から自然
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流下方式への変更検討を行うものでございます。住宅建設費では、川島公営住宅建替事業費に

つきましては、用地交渉に時間を要しておりますが、本年度改めて用地購入費および造成工事

費等を計上するものであります。 

２２ページをお願いいたします。消防費の消防施設費では、筑穂方面隊第２分団長尾部の消

防団車庫等建替事業並びに飯塚方面隊相田分隊、同じく目尾分隊の２台の消防自動車購入経費

を計上いたしております。教育費の事務局費では、学校現場の教育環境改善のため、スクール

サポーター２人および新規で学校相談等対応専門職員１人を配置いたします。小学校教育振興

費の少人数学級教員配置事業では、平成２４年度より小学校４年生までに１学年拡大して実施

することとしております。 

２３ページをお願いいたします。多層指導モデル推進事業費は、学級における学習のつまず

きへの早期支援･予防的支援を行うＭＩＭの指導･支援の在り方について研修を行い、実践的指

導力の向上を図るものでございます。小学校整備費では、鯰田、菰田、飯塚、八木山および高

田の各小学校の大規模改造事業に係る設計委託料を計上しております。なお、２４年度に実施

を予定しておりました飯塚東、片島、椋本、庄内の各小学校の大規模改造事業並びに飯塚第二、

庄内の各中学校の大規模改造事業、および頴田小中学校の建設事業につきましては、平成

２３年度国の補正予算の対象事業となったため繰越事業として平成２４年度で実施いたします。

また、頴田小中学校統合事業費では、平成２５年４月開校に係る小学校分の学校間備品等運搬

費、校用備品費、教材備品費を計上いたしております。 

２４ページをお願いいたします。中学校整備費では、飯塚一中、飯塚三中、菰田中統合に係

る飯塚第一中学校増築事業および二瀬中学校技術科教室改築事業に係る工事費等を計上してお

ります。また、小学校と同様に頴田小中学校統合事業に係る備品運搬費等を計上いたしており

ます。幼稚園費では、認定こども園整備事業費につきまして、３園の幼稚園に係る整備事業費

を計上いたしております。社会教育総務費では、文化部門の全国大会等出場報奨金につきまし

て、２４年度から対象年齢を拡大することとしており、前年度より増額の計上となっておりま

す。公民館費では、頴田小中学校建設事業と併せて実施いたします、頴田公民館建設事業費を

計上いたしております。 

２５ページをお願いいたします。図書館費におきましても、頴田小中学校建設事業と併せて、

工事費、器具費等の頴田図書館に係る建設事業費を計上いたしております。文化財保護費の歴

史資料館整備費では、空調設備老朽化のため改修工事を実施するものでございます。文化財収

蔵庫建設事業費は、平成２５年度の建設に向けて地盤調査および工事設計委託料を計上いたし

ております。社会教育施設費では、生活体験学校進入路確保事業として測量委託料、配水管布

設工事負担金等を計上いたしております。 

２６ページをお願いいたします。文化会館費の文化会館改修事業費では、次年度以降の調光

設備･音響設備･舞台機構設備等施設改修工事に向けた設計委託料および外壁の改修工事などを

計上いたしております。保健体育総務費の全国高等学校総合体育大会実行委員会負担金は、平

成２５年度の大会開催の準備経費に係る負担金でございます。全国大会等出場報奨金につきま

しては、スポーツ部門における全国大会等への出場者および団体への報奨金で、２４年度から

対象年齢を拡大することとしております。保健体育施設管理費で、パソコンや携帯電話から施

設の空き状況の確認や予約が行えるシステム構築のための委託料を計上いたしております。公

債費総額は６５億６０９５万３千円で、前年度に比べて５億８２２５万６千円の減となってお

ります。臨時財政対策債および合併特例債償還費は増加しておりますが、一般廃棄物処理施設

整備事業債償還費が大幅に減少したことなどによるものであります。繰越明許費は、川島公営

住宅造成工事につきまして出水期後の着工となり、年度内の完了が見込めないため設定するも

のでございます。債務負担行為でございますが、地域防災計画改訂支援委託料以下４件につき

まして、債務が後年度にまたがりますので設定するものでございます。 
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３８ページ以降に一般会計等の前年度との比較資料等を添付しておりますので、増減の主な

ものについてご説明させていただきます。 

３９ページをお願いいたします。この表は、一般会計の歳入を款別に２３年度と比較したも

のでございます。増減の主なもので、国庫支出金が減少しておりますのは、平成２３年度国の

補正予算による小中学校建設事業等の前倒し係る安全・安心な学校づくり交付金および子ども

の手当負担金の減少が主な要因となっています。繰入金の減は、財政調整基金の繰り入れが無

かったことによるものでございます。市債が約７憶８０００万円増加しておりますが、主に浸

水対策事業債や清掃施設整備事業債の増などによるものです。 

４１ページをお願いいたします。この表は、一般会計の歳出を款別に前年度と比較したもの

でございます。衛生費の増は、清掃工場および環境センターの電気機械設備等の更新事業が増

加したことなどによるものでございます。土木費は、中心市街地活性化事業および浸水対策事

業などにより増額となっております。教育費が大きく減少しております主な要因は、国の補正

予算による小・中学校整備事業の前倒しによるものでございます。 

４３ページをお願いいたします。この表は、歳出を性質別に前年度と比較したものでござい

ます。人件費につきましては、先ほど概要説明の中で申し上げましたように、職員人件費が退

職不補充などにより、減額となっております。補助費等および繰出し金の増減につきましては、

後期高齢者医療療養給付費負担金約１４億円の分析区分を変更したことによるものでございま

して、事業内容等の変更ではございません。投資的経費につきましては、５１、５２ページに

内訳表を添付しております。学校給食施設整備を含めた普通会計の総額では、約６９億

５０００万円の投資的な事業費を計上いたしております。 

５３ページをお願いいたします。市債の状況ですが、各会計別の年度末市債の現在高見込額

の表を添付しております。一般会計では、平成２４年度末で前年度より約９億円の増加を見込

んでおります。 

５４ページをお願いします。基金の状況表を添付いたしております。上から１行目の財政調

整基金につきましては、年度末残高が２３年度決算見込では５５憶６７９１万円、当初予算計

上時点での２４年度末残高では５６億８６６６万７千円を見込んでおります。２行目に記載し

ております減債基金を加えますと合計で８０億２１３０万円の残高を見込んでおります。なお、

２３年度の決算で剰余金が発生した場合には、その２分の１を財政調整基金に積み立てること

となりますので、若干増加することとなります。 

以上で、補足説明を終わります。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：４１ 

再 開 １０：５０ 

 委員会を再会いたします。 

補足説明が終わりましたので、ただいまから各款の質疑に入りますが、質疑をされる際には、

予算書または資料のページ数と費目を示して、質疑されますようお願いいたします。 

まず「第１款 議会費」および「第２款 総務費」４５ページから８２ページまでの質疑を

許します。はじめに、質疑通告されております、４７ページ総務費、一般管理費、職員給与費

について宮嶋委員の質疑を許します。 

○宮嶋委員 

４９ページの一般管理費、職員給与費についてお尋ねいたします。先の人事院員勧告で、国

は大変大きな数字でしたけれども、地方自治体は０．２３％の減だというふうにお聞きしてお

りますが、これが実施されることによる金額をお願いいたします。 

○人事課長 
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ご質問の０．２３％による飯塚市の年間の影響額につきましては、１１１２万１０００円と

試算しております。 

○宮嶋委員 

この減額は職員の方だけでしょうか、再任用だとか臨時職員、こういう方に及ぶものかどう

か、教えてください。 

○人事課長 

この改定につきましては給料表が改定となっております。基本的に４０歳以上、高齢者・中

高齢者の給料が改定となっております。そのような関係から、再任用職員につきましては月額

にして４８０円の減額となっております。その他、非常勤特別職員、臨時職員等につきまして

は給料表の改定があっていない部分での格付けとなっておりますので、影響はございません。 

○宮嶋委員 

全体では１１１２万１０００円ということですけれども、全体に景気が落ち込んでいく中で、

やっぱり公務員給与が減るということでは地域経済への影響があると思うんですが、その辺ど

ういうふうに考えておられるか、お聞きします。 

○人事課長 

確かに１１１０万円という金額ではございますので、具体的にどの程度影響ということは、

はっきり申し上げることはできませんけど、少なくとも１１００万円の減額になっているとい

うことで、可処分所得が減ったということで何らかの影響あるかとは推察いたします。 

○委員長 

次に、４８ページ、メンタルヘルス研修について田中委員の質疑を許します。 

○田中裕二委員 

予算書４８ページの研修費が出ておりますが、予算資料の中に職員研修費の中でメンタルヘ

ルス研修というものが出ておりますが、このメンタルヘルス研修の内容はをどのようなものか、

お尋ねをいたします。 

○人事課長 

メンタルヘルス研修につきましては、新年度、平成２４年度につきましては一般研修あるい

は管理職研修というふうな形で予定をしておるところでございます。この研修につきましては、

自らをセルフするということでのメンタルケアの研修と、組織としてどのように対応していく

かというふうなことでの計画をしているところでございます。 

○田中裕二委員 

一般職員、管理職員そして自ら、また組織ということでございますが、これは希望者ですか。

お尋ねします。 

○人事課長 

本年度の研修内容につきましては、具体的にはまだ講師等の選考あるいは打ち合わせ等をや

っておりませんけれども、過去いろんな方法をとってきております。希望をとる場合もありま

すし、管理職ということで職を指定する場合、いろんなケースで対応させていただいておりま

すので、今年度、２４年度につきましてもそのような形で今後検討させていただきたいと考え

ております。 

○田中裕二委員 

これは先の一般質問でも質問させていただきましたけれども、このメンタル面での長期休業

をされてらっしゃる職員の方、何名ほどいらっしゃるのか、お尋ねいたします。また、その推

移はどうなっているのか、あわせてお願いします。 

○人事課長 

先に委員からのご質問ございましたが、平成２３年１０月１日、昨年の１０月１日現在でお

答えをさせていただきますと、休業者は２１名となっておりまして、このうち１５名がメンタ
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ル関係ということで休業しておりました。直近の数字で申し上げますと、平成２４年３月１日

現在でございますが、休業者１８名に対しまして現在１１名ということで、ここ５カ月の間で

約４名減少しておるという状況でございます。 

○田中裕二委員 

先の一般質問でも要望させていただきましたけれども、職員のメンタルチェックシートをい

ま希望者だけ配付しているということでございましたが、全員の方に配付したらどうかという

ようなご提案をさせていただきましたが、この件に関しまして何か検討されたことがあれば、

お聞かせいただきたいと思います。 

○人事課長 

先のご答弁でも申し上げましたとおり、国においてもいろんな施策を打とうとしております。

本市におきましては、現在、職員の卓上のパソコンにおきまして労働者疲労蓄積自己診断チェ

ックリストというのを人事課のホルダーの中に掲げております。この掲げたものをいつでも自

由にできるということでの対応をさせていただいているところでございます。ご質問のござい

ました今後のチェックリストの活用につきましては、健康診断等々も毎年ございます。それか

ら月に２回産業医による面談等もやっておりますので、そういった機会をとられるよう周知徹

底図るとともに、必要が生じた場合には配布ということも当然考えておりますので、今後その

ような強化策を検討しているところでございます。 

○田中裕二委員 

気がつかないうちに悪化しているという状況が、多いようなことも聞いております。ですか

ら、事前に防ぐためにもぜひ、検討していいただきたいということを要望いたします。 

○委員長 

次に、４９ページ自主研究グループ助成金について上野委員の質疑を許します。 

○上野委員 

総務管理費、１目一般管理費の中の４９ページ、自主研究グループ助成金についてご質問を

させていただきます。この予算の目的と現在までの状況を教えてください。 

○人事課長 

 自主研究グループにつきましては、職員の政策の力の向上等、人材育成の側面を援助すると

いうことで自主研究グル―プをつくり、さらに助成金という形で支援をしているところでござ

います。自主研究グループの実績につきましては、平成２０年におきましては、３グループの

研究グループが自主的につくられております。３グルーブ２１名でございました。平成２１年

度は４グループ編成され、３０名の職員が参加しております。２２年度におきましては、４グ

ループ、１７名となっているところでございまして、今年度につきましてはグループという形

ではございませんが、１４名の職員が自主的に研究グループで研究しているところございます。 

○上野委員 

 構成されているメンバーの皆さんの年齢層はどのような形になっていますか。 

○人事課長 

 その年、その年でメンバー構成には異なるところがございますけれども、課長級が参加され

たり主査級が参加されたり、あるいは２０代の若い職員、採用後３、４年の職員もいろいろと

参加されているところでございます。 

○上野委員 

 例年予算があがってきていると思うんですが、執行状況どのようになっていますでしょうか。 

○人事課長 

 助成金の予算といたしましては、１件あたり５万円を計上しているところでございます。実

績といたしましては、平成１８年度合併後からの申請件数で申しますと、１８年、１９年、

２０年、２１年につきましては、申請がございませんでした。平成２２年度におきまして、
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１件申請がございまして活動費として２２,９９５円を助成しているところでございます。な

お、本年度につきましては現在のところ申請はあっておりません。 

○上野委員 

 自主研究グループの皆さんは、時間外で自主的に勉強をやられているグループで年齢層は多

分若い方がほとんどをじゃないかと思うんですよ。若い人たちの部署や枠をこえたアイデアと

かが、特に今、さまざまな問題を抱えている飯塚市にとって解決の糸口になるんじゃないかと

思うんです。特に広域的な問題に関してはそうだと思うんですよ。こういう若い職員さん、や

る気がある職員を厚遇してあげることが、今後飯塚市のいい人材の確保にもつながると思いま

すし、使い方も申請制ではなくて、一度投げ渡しをしていただいて、そのかわり発表の場もし

っかり市民の方々も含めたところで与えてあげられるような形をお願いしたいと思いますので、

市長、丸が２つぐらい足りないと思うんですよ、実際。そして皆さんが研究されていることを

実現できるような研修費ですとか、また外部アドバイザーの設置なども考えていただいて、私

が代表質問でさせていただいた全面、全庁禁煙をしていただければ、８千万以上削減できるん

ですから、２０分の１ぐらいを充てていただいて、ぜひ前向きな投資を考えていただきたいな

と要望して終わります。 

○委員長 

 次に５３ページ、観光と歴史ＰＲバスハイク事業費について、梶原委員の質疑を許します。 

○梶原委員 

 ５３ページの総務費の文書広報費、バス借上料、観光等歴史ＰＲバスハイク事業についてお

尋ねをいたします。この事業の概要をお尋ねいたします。 

○情報推進課長 

 合併前の旧飯塚市で、市内施設めぐりとして同様の事業を実施しておりました。合併後の初

めての試みとしまして、広く市民の方にも、市内の観光施設と歴史について知っていただくた

め、昨年１０月に観光等歴史ＰＲバスハイクとして実施しております。昨年は、定員４５名で

１日だけの実施といたしましたが、応募者が７０名と多かったため、２４年度は２日間にふや

し、９０名の定員で計画をしているものでございます。昨年の行程といたしましては、市役所

集合、解散とし、旧伊藤伝右衛門邸、嘉穂劇場、麻生大浦荘を案内し、昼食を筑豊ハイツでと

っていただき、休憩し、希望者はその休憩の間に入浴をされ、最後は飯塚市歴史資料館へ案内

し、それぞれの会場では施設の方に説明をお願いし、またバス中では観光ボランティアが飯塚

市についていろいろなお話をしていただき、好評を得ているところでございます。参加者の負

担は、筑豊ハイツで昼食代１,５００円、嘉穂劇場の入場料３００円の実費相当分、１人

１,８００円をお願いしております。２４年度は、２日間にふやしバスの借り上げ料、傷害保

険料、観光ボランティアの食事代等について公費負担とし、本人負担１,８００円の９０人分

１６万２千円を歳入に計上、歳出では総額３７万４千円を計上いたしております。なお、でき

るだけ多くの方に参加していただくために、２４年度が初めて参加される方を優先したいと考

えております。また、将来は関係課と協議をいたしまして、近隣の自治体とも連携し、範囲を

広げて事業が行えればと考えているところでございます。 

○梶原委員 

 昨年の新規事業ということで、はじめられたわけですけれども、参加者の年齢層とかそうい

ったのはどのようになっておりますか。 

○情報推進課長 

 平日に開催しました関係上、やはり年齢層の高い方が多いようでございました。 

○梶原委員 

 高年齢の方ということでございますけれども、飯塚市も今観光ということで広くＰＲをされ

ているようです。その中で、やはり参加された方々に１人でも多く飯塚市をＰＲしていただけ
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るようにお願いをしていただきたいと思っておりますので、また事業の継続をよろしくお願い

します。 

○委員長 

 ５３ページ、観光と歴史ＰＲバスハイク事業について、宮嶋委員の質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 すべて私が聞こうと思うことは、梶原委員のほうから聞いていただきましたけれども、今年

度も同じコースでいかれるのかどうかだけお願いします。 

○情報推進課長 

 まだ行程等は決めておりませんが、なるべく広い範囲で実施したいと思っております。 

○委員長 

 次に５５ページ、財政調整基金積立金について、宮嶋委員の質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 これも１点だけなんですが、財政調整基金積立金のこの金額を出してこられる基準はなんで

この金額なのかというのがわかればと思うんですが、それと現在の総額を教えてください。 

○財政課長 

 財政調整基金は、財源の調整のための基金でございますので、単純に当初予算を組みました

ときの歳入と支出の差で歳入が多ければその分を積み立て、歳出が多ければ取り崩して調整を

するとそういう計上のしかたをさせていただいております。総額では資料の５４ページに記載

しております１番上になりますが、２４年度末の残高で約５６億８７００万円ほどの残高を見

込んでおります。 

○委員長 

 次に５５ページ、本庁舎案内等派遣手数料について、吉田委員に質疑を許します。 

○吉田委員 

 ５５ページの款、総務費 項、総務管理費 目、財産管理費の本庁舎案内派遣手数料

１４８３万１千円についてですが、これは補足説明等で受けましたけれど、電話交換業務につ

きましては、本庁舎の２月末の工事で受け付け業務が本庁舎に集約されて、人数削減されたと

いうのはわかりましたけれど、現状で置かれていますフロアマネジャーの人員配置の説明等で

１名から３名ということなんですけれど、具体的にどのようになるかについてお願いします。 

○総務課長 

 いま質問委員が言われますとおり、予算概要の７ページの表記にはフロアマネジャー、平成

２３年度から３名から平成２４年が１名から３名というような表記をしておりますけれども、

体制そのものには、平成２３年度と平成２４年度の配置状況は変わりません。ただ、朝の早い

時間帯等と夕方の時間帯がお客さんの割には、フロアマネジャーが余裕があるという状況があ

りますものですから、朝の早い時間帯と夕方の時間帯に、一部時間の短縮を予定している形で

の予算を計上させていただいております。 

○吉田委員 

 内容については理解できました。昨年の春より利用頻度の高い市民総合窓口を改装して、新

たにフロアマネジャーを設置されたわけですけれど、市民の声につきましては、窓口が明るく

なった、案内係の方が親切丁寧に申請書や各種届の記載事項及び窓口へのスムーズな誘導業務

が行われ、本庁舎の来庁される市民の皆様に対しましては、市役所の案内、説明、誘導しても

らうことでわかりやすくなった。庁舎内に入ると外見から見るよりは、非常に明るいイメージ

がするという声が私のほうにも届いております。市民の皆様は役所に頻繁に来られる方々だけ

ではございません。来庁される年齢もさまざまな方が見受けられます。申請書類手続方法も発

券機の使用の方法も案内手助けすることが今後も市民サービスになると思いますので、継続し

てさらに向上していけるようにお願いいたします。 
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○委員長 

 次に５７ページ、庁舎建設検討事業費について、宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 ５７ページ、財産管理費の庁舎建設検討事業費ですが、これの中身というか、内容を教えて

ください。 

○総務課長 

 記載の庁舎問題検討事業費につきましては、計上のとおり旅費及び通信運搬費、有料道路有

料道路通行料でございますけれども、方針が決まりましたらその方針に従いまして先例市を視

察する経費を計上させていただいております。 

○宮嶋委員 

 建て替えかどこに建てるかというふうなことが決まったところで、どういう建物を建てるか

決まったところで視察先を選んで、視察に行かれるというんですかね、いつごろになる予定で

すか。 

○総務課長 

 現段階ではその方針自体を市の方針として決定しておりませんので、決定し次第、先例市で

良い参考となる事例を探し出しまして、時期を調整したいというふうに思っております。 

○委員長 

 次に、５９ページ、目尾地域振興基本計画事業費について上野委員の質疑を許します。 

○上野委員 

 ５９ページ、目尾地域振興基本計画事業費についてお伺いします。この振興計画の将来の展

望、もうこれはお辞めになるんでしょうか。 

○総合政策課長 

 この目尾地域振興基本計画でございますが、これにつきましてはクリーンセンター建設と一

体的なものといたしまして目尾地域の炭鉱跡地を利用しました地域の振興を図るために策定し

た計画でございます。現在、地元住民の代表の方々から構成されます目尾地域振興基本計画検

討委員会におきまして地域の振興策について検討・協議を行っているところでございます。今

後ともこの委員会において意見交換を十分に行いながら、何が目尾地域に必要なものとされて

いるのかなどにつきまして検討してまいりたいというふうに考えております。 

○上野委員 

 同じ項目であと２名ご質問がありますので、あと質問を残して終わりたいと思うんですが、

クリーンセンター建設に伴う振興計画だったんですよね、元々が。当初の計画はさまざまな状

況の変化に伴ってままならないので、今後も具体的な協議を続けていかなければならない現状

があるということですね。飯塚市の廃棄物処理については、代表質問・一般質問でもありまし

たようにＲＤＦの契約の問題をはじめ広域的な廃棄物処理の話し合いが行われております。今

からも始まりますが。同時にですね、クリーンセンターの最終処分場の埋立地やいま入水地区

に持っていただいている埋立地もですね、近い将来もう満杯になるのは目に見えているんです

よ。今後どうするのかという問題も、その目尾振興計画の中で例えば灰がいっぱいになったと

きそれを動かすのか、それとも増設するのか、増設する場合は目尾なのか、他の地域なのか、

もしくはあの溶融炉は当初は最新鋭のものでしたけども、今では灰が出ないものももしかした

らあるんじゃなかろうか。そうするとそういったふうな建設も考えるのかというような手法と、

また財政的な裏付け、場所の選定からするとなると非常に時間がかかるんですよ。みんないや

ですから。ごみは出してもを自分のところで処理をしたくないという市民感情がありますから、

市民の方々への説明等も大変時間がかかる。いま全国で言われている瓦礫受け入れの問題とあ

わせてですね、これは目尾の問題だけではなくて、将来的な問題を鑑みて１日も早くこれは取

り組んでいただいて、腹をくくる時期がもうことしじゃないかなと思っておりますので、よろ
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しくお願いをしておきます。 

○委員長 

 次に、５９ページ、目尾地域振興基本計画事業費について守光委員の質疑を許します。 

○守光委員 

 いま上野委員が言われたことが自分の聞きたいこととだぶりますので、取り下げさせていた

だきます。 

○委員長 

同じく、５９ページ、目尾地域振興基本計画事業費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

この目尾地域振興基本計画検討委員会、いつつくられて、その間どのくらいの会議が行われ

たのか、教えてください。 

○総合政策課長 

 現在の検討委員会につきましては、平成２１年度に組織をつくっております。検討委員会の

回数につきましては平成２１年度に４回、２２年度、２３年度は確かそれぞれに２回ずつ、合

計で６回行っております。 

○宮嶋委員 

 平成２３年度も行われたんですかね。２３年度の当初予算はゼロというふうに書いてありま

すけれど。 

○総合政策課長 

 平成２３年度は緊急ということで、委員会自体は継続して残っておりますので、予算の執行

は行っておりませんが、会議はさせていただいております。 

○宮嶋委員 

 せっかくですね、こういう会議をつくられて方向性を決めるということでつくられた割には、

なかなか会がきちっと動いていないというふうに感じました。１番最初に上野委員のほうから

辞めるんですかというようなことが出ましたけれども、もう方向性をきちっと決めて、こうい

う名前だけのような形の検討委員会ではなくて、中身がきちっとあるような会議をぜひしてい

ただいて、方向性をきちっと決めていただきたいというふうに要望して終わります。 

○委員長 

 次に、５９ページ、自治基本条例策定経費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 同じく６９ページ、企画費の自治基本条例策定経費、勉強会も少しずつあっているようです

けれども、なかなか中身がわからないっていうのが現状で、いろんなもので調べてみますけれ

ども、いろんな地域でいろんな形で行われております。この検討委員会をつくられるというこ

とですけれども、いつも問題になります検討委員さんの中身ですけれども、金太郎飴みたいに

どの委員会を切っても同じ顔ぶれが揃うというようなことではなかなか前に進みませんので、

本当にこういう専門的な知識を持った方、そういう方にたくさん入っていただきたいと思うん

ですが、その辺の人選とかいうのをどういうふうに考えておりますか。 

○総合政策課長 

 策定委員会を設置する予定にしておりますが、その委員会の構成ということでございます。

これにつきましては、現在考えておりますのが学識経験者、自治会長、市民公募また大学生、

ＰＴＡ関係者等から選出をというふうに考えております。委員定数につきましては予算にあげ

ておりますとおり１５名を予定しているところでございます。 

○宮嶋委員 

 盛りだくさんの内容になっておりますけど、それで１５人というのは少ないんじゃないかな

と思いますけど、ここで言う学識経験者というのはどういう資格というか、職種の方なのかと
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いうのを知りたいんですが。 

○総合政策課長 

 学識経験者につきましては、他市の事例もございますが、一般的には行政学あるいは地方自

治に詳しい大学の教授あたりを想定しておるところでございます。 

○宮嶋委員 

 本当にそのことに詳しい方に、ぜひ就任していただきたいというふうに思います。委員会を

いつ頃から発足させて、その委員会のスケジュール、それをちょっと教えてください。 

○総合政策課長 

 自治基本条例につきましては昨年１１月に内部のワーキングを立ち上げて、現在研究等を行

っております。本年２月末には外部講師を招聘いたしまして周辺自治体と一緒に研修会を開催

したところでございます。今後のスケジュールにつきましては、平成２４年度に外部委員から

成ります先ほどの策定委員会を組織いたしまして、内部ワーキングとの連携協議、また研究を

行いながらまちづくり協議会を中心といたしました市民の皆様の意見、要望も把握しながら、

平成２５年度中の条例制定を目指してまいりたいというふうに考えております。 

○宮嶋委員 

 平成２５年度中ということですね。ぜひ途中途中で市民にもわかりやすいような経過報告と

いうか、そういう外部にも開いたような学習会とか、そういうものをぜひしていただいて、本

当に市民のための条例ですので、ぜひ市民にわかりやすいそういうものを急がずにゆっくりつ

くっていただきたいというふうに思います。お願いします。 

○委員長 

 次に、６０ページ、市民交流プラザ運営費について守光委員に質疑を許します。 

○守光委員 

 ６０ページ、総務費、財産管理費の市民交流プラザ運営費についてお聞きしたいと思います。

はじめにこの施設の運営に係る予算はどのようなものがあるのか、また内訳について教えてい

ただけますでしょうか。 

○市民活動推進課長 

 市民交流プラザは市民活動団体を支援する組織でございますが、この施設に関する主な予算

は市民交流プラザの指定管理委託料と市民交流プラザ管理費負担金でございます。市民交流プ

ラザの指定管理料は指定管理者が施設運営費として執行するものであり、もう一方の市民交流

プラザ管理負担金は、この施設が入っておりますアイタウンにおける共益費や損害保険料とな

っております。 

○守光委員 

予算の概要については今の説明でわかりました。その具体的な設置目的と主な使われ方はど

のようになっておりますでしょうか。 

○市民活動推進課長 

 交流プラザの設置目的は市民活動、国際交流、大学との連携を含めた市民の自主的で公益的

な市民活動を支援することを目的とした施設でございます。この目的を達成するために市民活

動団体への会議室、ミーティングの場所の提供、印刷機等の貸し出し、市民活動団体による各

種講座等の開催、市民活動に関する情報の提供等を行っております。 

○守光委員 

 すいません。前の質問でですね、市民交流プラザ管理費負担金の内訳についてもお願いしま

す。 

○市民活動推進課長 

 平成２４年度の市民交流プラザの管理費負担金の内訳についてご説明いたします。土地代相

当として１０６万１５３２円、年額でございます。次に修繕積立金としまして２９万
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３０４０円、年額でございます。次に損害保険料としまして年額で４７,１６２円、次に共益

費といたしまして年額でございますが、２９０万５５２４円、次に駐車場の管理負担金といた

しまして１２４万５２２８円年額でございます。さらに事務費負担金といたしまして年額でご

ざいますが、２０,２４３円、合計がこの５５７万２７２９円となります。 

○守光委員 

 わかりました。その後にさまざまな活用ということで、会議室、ミーティングの場所、また

情報を提供されているということでありますけれども、最近の利用状況はどのようになってい

るのか、教えていただけますでしょうか。 

○市民活動推進課長 

 最近の年間の利用者の状況につきましては、平成２１年度では１８,０８１人、平成２２年

度では１５,４６７人、２３年度におきましては集計がまだ２月末でございますけれども、

１４,３９０人となっております。前年の比較といたしましては、２３年度は３７４人の増加

となっております。 

○守光委員 

 いま説明のありました市民交流プラザは、市民活動を支援するための拠点となる施設だと私

は思っておりますが、施設利用者についてはもっとふやすことができるのではないかと考えて

います。また、そのことは市においても認識していらっしゃると思いますけども、利用者の増

加は施設の有効活用につながるはずで、その内容の充実を図るべきだと考えていますが、何ら

かの取組みを今現在しておられれば教えていただけますでしょうか。 

○市民活動推進課長 

 現在当課で検討しておりますのが、まず市民団体のニーズを把握するということでございま

す。次に、県との連携を図りながら、市民活動を支援する各種事業を実施する機会の増加を図

っていくことでございます。また、特定非営利法人促進法をはじめ、各法令の改正が行われ、

それに伴う施策の動向などについて情報の把握と提供の質と量の充実を行いたいと考えており

ます。この点につきましても、県との連携とともに取り組んでいきたいと考えております。さ

らには、市民活動を推進する取り組みとして市民活動団体との共同により市内で活動を行って

いるＮＰＯやボランティア団体に呼びかけを行いまして、およそ３０団体の参加で１月に第

１回のＮＰＯボランティア団体等連絡会を開催いたして情報交換を行っております。今後も継

続して関係者の情報交換、相互理解を図りながら指定管理者と連携しまして市民交流プラザの

利用促進と、そのことから生まれる市民活動の活性化を目指してまいりたいと考えております。 

○守光委員 

 本市の市民交流プラザは、この種の施設としては県内でも早くに設置されたと自分自身記憶

しておりますが、また同様の施設が近年各地で設置されておりますが、これは市民活動への支

援の重要性を行政自体が認識してきた表れだと感じています。私としましても市民活動の支援

は行政として取り組むべき施策の一つだと考えており、これからも市民の活動を支えていく取

り組みが重要ではないかと感じています。また、中心市街地活性化の状況によっては、人の流

れなど、施設を取り巻く環境が今後変わってくると思われますので、先ほど言われたニーズの

把握というのがありましたけども、今後ともしっかりとそういういろんな角度から把握してい

ただいて、これからも頑張っていただきたいと思います。以上で終わります。 

○委員長 

 次に、６２ページ、コミュニティバス等運行費について 

○吉田委員 

 ６２ページ、款、総務費、項、総務管理費、目、地域振興費、コミュニティバスの運営費に

ついて、１億２９４万円。これのことについて質問していきたいと思います。まず、２３年度

事業と２４年度事業についての比較、内容についての説明からお願いします。 
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○総合政策課長 

 平成２３年度につきましては、飯塚市地域公共交通協議会におきましてコミュニティバスを

運営しておりましたが、当初予算におきましてはコミュニティバスの運行事業費は９６９８万

７千円となっており、関係諸費を含めますと総事業費が１億１０８６万円でございました。

２４年度につきましては、飯塚市がコミュニティバスの運行を行うようにしております。今回、

予約乗合タクシー等コミュニティバスを合わせますとそれらの運行事業費は９６５７万５千円、

関連経費を含めますと１億２９４万円の予算を計上しております。平成２３年度と比較いたし

ますと運行事業費及び総事業費につきましては、同額程度の要求額というふうになっておりま

す。 

○吉田委員 

 いま、ご報告を受けましたけれど、私の考えとしましては私も昨年議員になりまして、コミ

ュニティバスの問題は地域からいろいろ声が聞こえてきてますんで、それについて研究、勉強

してきたつもりですけど、コミュニティバスの利用頻度の低い路線を廃止しまして、新しく予

約乗合いタクシーを導入することに当たり、コミュニティバス全体事業の大幅な削減が図れる

と私は思っておりました。予算縮小ができると思っておりましたけど、ここについてもう少し

説明をお願いします。 

○総合政策課長 

 現在までのサービス、この水準を維持・向上するとともに、さらなる運行の効率化を図るた

めには、これまでと同程度の経費が必要であるというふうに考えております。一方で実際の市

の負担につきましては、持続可能な制度を構築するために軽減する必要があるとも考えまして、

補助金、及び交付金の活用並びに利用者負担の見直しを行いまして、前年度と比較いたします

と市の持ち出し金額につきましては１９００万円程度の減額・軽減を行っております。 

○吉田委員 

 それと、これは資料要求して資料提出していただいた書類がありますので、これは何ページ

になりますかね。資料要求させていただいた書類についてコミュニティバス等運行費、２４年

度の運行費、１億２９０万４千円の内訳についてご説明をお願いしたいと思います。 

○総合政策課長 

 資料の上段の部分でございますが、まず予約乗合タクシー運行業務委託料総額が４７９１万

６千円となっております。内訳といたしましては、幸袋地区、二瀬地区、鎮西地区、これは八

木山地区を除く分でございます。それに鎮西・二瀬地区、これは主に八木山地区を含んだとこ

ろでございます。それと頴田・鯰田地区、飯塚東・庄内地区、ここに車両を１台投入いたしま

して、それぞれ４３５万６千円を計上しております。また穂波地区につきましては、２台で

８７１万２千円。筑穂地区につきましては、３台で１３０６万８千円を計上いたしております。

予約乗合タクシーの受け付け業務委託料、これにつきましては１１３３万円。同管理システム

の使用料につきましては、３７３万１千円を計上しております。次に、コミュニティバスの運

行業務委託料でございますが、総額が３３５９万８千円でございまして、頴田・飯塚線が

１２６８万円、庄内・飯塚線が９４８万６千円、筑豊・飯塚線が１１４３万２千円で計上して

おります。コミュニティバス及び予約乗合タクシーの運行経費の小計で９６５７万５千円とな

っております。それに公共交通モニタリング業務委託料３５８万１千円及びその他といたしま

しては、地域公共交通協議会の運営経費、それに平成２５年度用の利用ガイドブックの作成費

等の２７８万４千円を加えました総合計が１億２９４万円となっております。 

○吉田委員 

 ただいまのご説明でモニタリング業務委託ということで出てきましたけど、委託先について

どういうところに委託するのかについて教えてください。 

○総合政策課長 
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 委託先でございますが、全般的に交通施策につきまして専門的な知識を有します、あるいは

手法を有しますコミュニティバス事業に精通したコンサルタントへの業務委託を想定しておる

ところでございます。 

○吉田委員 

 次に、モニタリングの業務委託の内容についてどのようなことをするか、教えてください。 

○総合政策課長 

 業務内容でございますが、予約乗合タクシーとコミュニティバスの利用状況の分析、また市

民のご要望、ご意見の集約・分析、これらについて専門的な知識・手法を用いまして運行計画

の見直し、あるいは改善策の提案を行っていきたいとこのように考えております。 

○吉田委員 

 業務委託により調査内容について期待することはどういうことですか。 

○総合政策課長 

 市民の移動状況や要望等を詳細かつ効果的な分析を行うことによるということを期待をして

おります。それに基づきまして、市民ニーズを反映したり、より効率的な運行に改善していく

ような運行計画、施策を構築できるように努めてまいりたいと考えております。 

○吉田委員 

 今後、運行にあたって不都合が生じた場合の対応について、運行計画の見直し、再検討につ

きましてはどういう方向でお考えでしょうか。 

○総合政策課長 

 個々のご要望、あるいは改善事項に関しましては短期間で対応可能なものであれば、随時対

応していきたいというふうに考えております。また、運行経路、運行ダイヤ、車両の配車等の

運行計画の骨格的な内容の改善につきましては、利用者のデータ収集、あるいは市民のご要望

等を十分に把握しながら、適切な時期に改善を図るように事業を運営を行っていきたいという

ふうに考えております。 

○吉田委員 

 続きまして、それに対して見直しを行う時期についてお願いします。 

○総合政策課長 

 見直しを行うに当たりましては、いま申しました利用者データ、あるいは市民ニーズの把握

が必要でありますし、運輸局の運行許可手続、また市民周知等の期間も必要であります。さら

に、今回の抜本的な運行計画の変更におきましては、予約乗合タクシーの運行内容や利用状況

など、現時点では不明確なことも多々ございます。運行状況等を鑑みながら毎年度適切な時期

に見直し、改善を図っていければというふうに考えております。 

○吉田委員 

 続きまして、見直しの方法につきましてお願いします。 

○総合政策課長 

 平成２４年度以降のコミュニティバスにつきましては、現在検討しております生活交通ネッ

トワーク計画、この計画に基づきまして運行することにしております。この計画につきまして

は、飯塚市地域公共交通協議会での議論を得まして、市が決定をすることになっておりますの

で、この地域公共交通協議会においてご検討いただきまして、その検討結果を基にいたしまし

て、市が運行計画を決定、変更していくというふうに考えております。 

○吉田委員 

 予約乗合タクシーについても初めての事業でございます。各種問題も発生してくることが十

分考えられておりますので、先ほどから課長の答弁でもありましたように、改善できる点につ

いては毎年ごととは言わず、できるものから都度改善していくような心構えで臨んでいただき

たいと思います。このコミュニティバスの利用者の方々のアンケートは８割が女性、また
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６０歳以上の高齢の方が８割という結果でございます。運行目的でもありますように移動手段

の乏しい方々に対しましては、日常生活を維持していく上で必要最低の移動手段を提供する目

的で運営されています。交通弱者、買い物難民と言われる市民の唯一の交通手段ですから、問

題発生時はできるだけ敏速な改善策、対応をお願いしまして、この質問を終わります。 

○委員長 

 同じくコミュニティバス等運行費について、永末委員に質疑を許します。 

○永末委員 

 コミュニティバス運行費について引き続き質問させていただきます。資料のほうを要求させ

ていただきまして１６ページのほうになりますけれども、よろしくお願いします。では質問さ

せていただきます。平成２４年度から従前は、２１年、２２年、２３年と３年間実証運行で、

路線バス方式のみをされていたわけですけれども、それを２４年度からバス、プラスタクシー

ということで予定をされておりますが、このタクシーを新たに導入する狙いについて、すみま

せんけど、よろしくお願いします。 

○総合政策課長 

 質問者ご指摘のとおり、平成２１年度から３年間定時定路線型で実証運行を行ってまいりま

した。これまでの運行におきましては市全域で広くご利用いただいているという状況にもあり

ますが、一方で空気を運ぶバスと言われるような非効率的な運行になっている区域あるいは時

間帯がございました。少数の利用でありましても、移動手段の確保が必要であればできるだけ

の対応を行っていくという中で、事業といたしましては効率的な運営を行うことも必要である

と考えております。このような状況を、あるいは考え方等を踏まえまして、日常生活を行う範

囲内において利用規模に応じた運行を行う交通機関、これが適しているというふうに判断いた

しまして、今回予約乗合タクシーの導入を行うものでございます。 

○永末委員 

 平成２３年度から２４年にかけてタクシーを導入される理由として、より効率的な運行を行

いたいというふうなことで、タクシーを今回導入されるという答弁かと思うんですけれども、

先ほど吉田委員のほうからもご指摘があったんですが、実際その事業全体の費用としてはほと

んど変わってない。若干減っていますけれども、８００万円ぐらい減っていますけど、１億円

を超えるような事業費になっております。やはり事業費をいかにして抑えていくかということ

を行革が問われている時代ですので、ぜひやっていただきたいというふうに思っているんです

けども、例えば２３年度までの路線バス方式で生じた課題というのは市のほうではどういうふ

うにとらえられているんでしょうか。検証は必要だと思うんですけれども。 

○総合政策課長 

 これまでの課題ということでございますが、定時定路線型の運行におきましては路線ごと、

運行時間ごとでの格差、また利用されておりますバス停と利用されておりませんバス停が市全

域に広く混在している状況にありまして、いわゆる利用状況におけますばらつきが非常に多く

見られたというところでございます。また、ダイヤの変更、ルートの新設、バス停の新設など

といいました市民の方から多種多様なご意見・ご要望等もあっているところでございます。 

○永末委員 

 今のご答弁でいただきました利用者のばらつき、利用するバス停のばらつきですね、そのば

らつきっていうのは実際どういった理由からそれが生じているというふうにお考えでしょうか。 

○総合政策課長 

 市全域におけます個々の生活状況は多種多様であるというふうに思っております。正式に分

析等を行った経緯はございませんが、そういうふうに一概にこれが理由だということはありえ

ないのかもしれませんけど、市全域におきましてはいろんな生活形態があるためにそういうば

らつきが起っているんではなかろうかというふうに考えております。 
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○永末委員 

 私の考えとしては使う場所、使わない場所というのは、ある意味そこの使われている方とい

うのが交通弱者じゃないかなと思うんですよ。使ってない部分というのは、もしかしたら同じ

地区であったとしても、公共交通が走ってないような地区であったとしても、車をお持ちであ

ったりとかそういったことで実際、厳密な意味の定義での交通弱者じゃないのかなというふう

に思うんですよね。実際このコミュニティバス事業のそもそもの目的というのは、当初その目

的があって始められた事業だと思うんですけど、そこはどういうふうに考えられているでしょ

うか。 

○総合政策課長 

 本事業の目的ということでございますが、これは民間路線バス等の交通機関を補完するもの

としてとらえております。高齢者や交通空白地域、不便地域の居住者といった移動手段の乏し

い方々に対しまして通院や買い物等の日常生活を維持していく上で必要最低限の移動手段を提

供することということを目的としております。 

○永末委員 

 今ご答弁にもありましたけども、必要最低限のことを行っていくということですので、交通

弱者に対して行政といいますか、公共がどういうふうなサービスを提供するかという部分がこ

の事業の最大の目的で、唯一の目的じゃないかというふうに思っているんですけれども、それ

はやはり平成２１年、２２年、２３年と続けていくにあたって、若干そのバス自体の路線から

見ると、その目的からそれている部分が大きくあるというふうに感じております。実際、この

路線ですね、この路線というのは協議会とか市のほうでも検討されたんでしょうけど、ある程

度コンサル会社のほうが提示した部分を踏まえての路線になると思うんですが、実際こちらの

資料のほうでもあがっていますけども、２３年度の分で生活交通ネットワーク計画策定業務委

託９５０万円ですかね、こちらの分がそのコンサルの費用ということでよろしいでしょうか。 

○総合政策課長 

 そのとおりでございます。 

○永末委員 

 となりますと、平成２３年に関しては９５０万円ですけど、２１年、２２年も同程度の額に

なるんでしょうか。 

○総合政策課長 

 コンサル委託につきましては２０年度から行っております。２０年度につきましては契約額

でございますが６２７万９０００円、２１年度が３７５万１６５０円、２２年度が３５７万円

となっております。 

○永末委員 

 実際、毎年３００万円とか９００万円とかかけて業務委託されていると思うんですが、やは

りその委託されるだけのものがあるということは、大きくその都度路線を修正されていると思

うんですけど、それだけの費用が必要なほどの修正をされているんですか。 

○総合政策課長 

 委託の内容につきましては路線の変更だけでなく、先ほども申しましたが、市民意見の集約

とか分析等々の業務もやっていただいております。それと委託料のばらつきと言いますか、差

異がございますのは２０年度、２１年度から実証運行を３年間行ったわけでございますが、こ

れにつきましては国の補助金を交付をしていただくために連携計画というものを策定いたして

おります。本年度につきましてもこの計画を策定する必要がございまして、その計画書の策定

費も含んだところでこの金額９００万円そこそこの予算計上させていただいておるところでご

ざいます。 

○永末委員 
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 実際、いろんなこと費用をかけられてつくってきた路線だと思うんですけど、それを基に協

議会等での検討をして運行させてきたと思うんですが、これが今回やはり問題があったという

ことで、タクシーのほうも併用してという形になってくるわけですけども、タクシーを入れる

ことによってドア・ツー・ドアと言いますか、目の前まで来ていただけますので、そういった

部分でかなり喜ばれる住民の方もいるかと思うんですけれども、私としては気になるのが、バ

ス自体が駄目だったというよりは、路線の設定に問題があって当初の目的、交通弱者を救うこ

とができなかったという部分が大きいんじゃないかなと思うんですよね。今となってはもうタ

クシーの併用というふうに形としては進んでいますので、それをどうのこうの言っても始まら

ないかもしないんですけども、やはりそういった検討のほうはきちんとしていただいて、バス

だったからだめというわけじゃなくて、タクシーだからいいというわけでもなくて、当初の目

的ですね、交通弱者をいかにして救うかというそこを突き詰めていけば、サービスのほうがい

ろんな形で提供できると思うんですね。 

ですので、例えば今回にしても１億円超の予算が組まれていますけども、先ほどのご答弁の

中でも運行の効率化という部分でここは減らせないということでしたけれども、例えば資料請

求させてもらっているんですが、１７ページの市内の民間バス路線図なんですよ。民間バスが

主に通っている地区がこれだけあるという部分です。加えてＪＲのほうとかも入っていますけ

ど、例えばこの沿線とかＪＲの駅に近い方というのは、今回市のほうで救済すべき交通弱者で

はないというふうに私は思っています。市のほうはやはり効率的に業務を考えていくにあたっ

ては、こういったところにどういうふうに市が接続させるかという視点でぜひ議論を重ねてい

っていただきたいというのがあります。そうするとかなり効率化ができると思います。 

例えば具体的に言うと、来年度、平成２４年度の予算に関してもそういうふうな考え方でい

くとタクシーだけでいいんじゃないかと思うんですよね。バスを３路線残して、私の地元庄内

のほうは残していただいているんで、それはありがたいんですけど、やはりその全体的な見直

しということをきちんと考えていくにあたっては、あえてバス路線を残す必要があるのかなと

いうのを思いますし、そうなってくると乗合タクシーに対する負荷がかなり高まりますんで、

そのタクシー自体も例えば筑穂地区を見ていただきますとかなり空白地帯というふうな形にな

っていますので、例えば本来使いたい方が使えないようなことになってくるかもしれません。

その予約状況によっては。ですので、例えばその地区の利用の事前登録があると思うんですけ

ど、利用の際のこの地区だから使えるというだけじゃなくて、その事前登録をする際にその方

が例えば車をお持ちとかそういったところまで把握されれば、例えば同じ筑穂の山のほうの、

筑穂を例に出して申し訳ないんですけど、山の中でも車を持ってらっしゃったら交通弱者でな

いと思いますので、そういうところで選別していけば、本当に必要な方にタクシーが回るんじ

ゃないかなというふうにも考えますので、いろんなお考えがあるかと思うんですけど、やはり

そういった部分でぜひ本来の目的に沿った利用方法というのを考えていただきたいと思います。

以上でいいです。 

○委員長 

 同じく、コミュニティバス等運行費について、宮嶋委員。 

○宮嶋委員 

 まずタクシーの委託料ですけれども、これ全車同じ金額になっていますが、入札をされた結

果でしょうか。それぞれにどのくらいの入札参加があったのか、教えてください。 

○総合政策課長 

 事業者の選定に当たりましては、入札を行っております。それぞれの地区ごとに入札を行い

まして、参加者はそれぞれ１社ずつあっております。 

○宮嶋委員 

 それぞれ１社ずつで皆さん金額が一緒だということは、最低制限価格か、何かそういうので
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すか。 

○総合政策課長 

 予定価格を事前公表いたしております。 

○宮嶋委員 

 他に参入する方はいらっしゃらないんですかね。それとコミュニティバスについても、同様

の質問をします。 

○総合政策課長 

 コミュニティバスにつきましては、プロポーザル方式で業者の選定を行っております。 

○宮嶋委員 

 プロポーザルで、これも１社ずつしかなかったということですか。 

○総合政策課長 

 プロポーザルの応募には３社が公募していただいております。 

○宮嶋委員 

 バスの運行は別々ですよね。で３社、それぞれに１社ということなんですか。 

○総合政策課長 

 プロポーザルのやり方といたしまして、３社の方が応募をいただいております。それぞれの

応募者の方に３路線ございますので、第１希望は何々路線、第２希望は何々路線というような

ことで事前に提出をしていただいてその中で選考委員会におきまして、審査を行って１番順位

の事業者、２番順位、３番順位という事業者を決定しております。 

○宮嶋委員 

 これも、いわゆる３者しかプロポーザルに応募がなかったということなんですよね。何かこ

う、競争性というか、そういうのがちっとも働いてなくて、どうなのかなというふうに思いま

す。それと予約乗合タクシーの受付業務委託というのはどういうふうに決められたのか、どう

いう会社が引き受けられたのか教えてください。 

○総合政策課長 

 予約受付業務につきましてもプロポーザルで公募いたしまして、３者の応募があっておりま

す。 

○委員長 

 ３社どことどこ、聞いてからどうして決めたか… 

○総合政策課長 

 ３社につきましては、結果といたしましてプロポーザルの選考委員会の中で決定していただ

きましたのは、株式会社福岡ソフトウェアセンターでございます。 

○宮嶋委員 

 それではそのソフトウェアセンターにこの事務所というか。電話を受けるところがあるとい

うことですね。それから利用者の見込みというのは、乗合タクシー、バス、それぞれについて

何人を想定してあるのか、お願いします。 

○総合政策課長 

 予約乗合タクシーにつきましては６万２千名、コミュニティバスにつきましては２万８千名

で合計９万名を予定しております。 

○宮嶋委員 

 ちなみに平成２２年、２３年度は集約ができていませんかもしれませんけども、年間の利用

者数というのはどのくらいですか。 

○総合政策課長 

 平成２３年度、あくまでも予定でございますが、約１０万５千人の予定を見込んでおります。 

○宮嶋委員 
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 では合計で９万人ということで便利になって使いやすくなるということでは利用者が見込み

としては減ると。この辺の分析はどういうふうになっていますか。 

○総合政策課長 

 他市の先進地の事例もそうなんですが、どこも最初にやはり市民への周知、これに結構時間

を要します。それで徐々にではございますが、他市も最初の年度は若干うちみたいに定時定路

線から予約乗合タクシー、デマンドを導入した場合には下がりますが、その翌年度あたりから

は徐々にまたふえていくということでございまして、これもうちのほうで分析いたしまして、

２４年度につきましては、まあいま現在、周知徹底は図っておるところでございますが、９万

人程度になるんじゃなかろうかということで計上しております。 

○宮嶋委員 

 いい制度を始められるんでしたら、多数の利用者の方に利用していただけるように早急に周

知徹底、本当に分りやすい、なかなかですね、やっぱり予約のことを説明しても分りにくいん

ですよね。その辺を分りやすく、何かしていく方法をぜひ考えていっていただきたいと思いま

す。それともう一つ、バス停の数が随分と減ったと思うんですが、例えばいま走る路線の上に

バス停を増設する、結局バス停が無くなったために、ものすごく遠くなって不便になるという

方からたくさん聞くんですよね。乗合タクシーを呼ぶほどまではないと、そういう方もいらっ

しゃるんですよ。ぜひその辺で、外れると困るんですよ、外れることはまた今後いろいろ検討

されていく中で、コースが変わるということはあるかもしれませんけど、今の路線上でバス停

を増やすということが可能かどうか。 

○総合政策課長 

 平成２４年度につきましては、いま許可の申請を行っておるところでございます。従いまし

て、今のバス停の数での申請を行っておりますので、平成２４年度の中途でバス停をふやすと

いうことは出来かねるかなというふうに思っております。 

○宮嶋委員 

 できないんですか。バス停を改善していただいて、使ってみて要望がたくさん出てくること

があると思うんで、ぜひ何とかなるものなら、検討課題にぜひ入れていただきたいと思います。

それから利用料金がもともと旧町でいきますと無料だったものが１００円になって、今回は

２００円になる。便利はよくなるかもしれませんけど、乗合タクシーに乗れば３００円、

５００円というふうに負担がふえるわけですよ。お金持ちの方は安いというふうにおっしゃっ

ておりますけれども、やっぱり日々毎日のおかずの心配からされて、爪に火をともすような生

活をされてる方がたくさんいらっしゃるんです。そういう方のためにも無料化とまではいかな

いけれども、ぜひ値下げのほうも、今後いろんな声を聞きながら検討していただきたいという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○総合政策課長 

 ３年間実証運行を行ってきたところでございます。この間、事業費に対しましての運賃収入、

これにつきましては１割にも満たないという状況でございます。その不足分につきましては、

国庫補助金また市の負担金で事業を行ってきております。国庫補助金が制度改革に伴いまして、

大幅に削減が行われる中で市民の方々からのご要望あるいはご意見を踏まえながら現在の本事

業の利便性あるいはサービスを維持向上していく上で大変申し訳なく思いますが、利用者の

方々に応分の負担をお願いする形の中で、市の財政負担を軽減しなければならないというふう

に考えております。このような状況の中、予約乗合タクシーあるいはコミュニティバスの運賃

につきましては、八女市ははじめとする先進自治体や民間バス、タクシーの初乗り運賃等を参

考といたしまして運賃設定を行ったところでございます。 

○宮嶋委員 

 経費に対しては皆さんの負担は少ないですっておっしゃいますけども、ぜひ福祉という立場
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からというか、高齢者の自立、引きこもり防止、介護予防にもなりますし、お金がないとさっ

き言いましたけれども、まちに出れば、何かこれ１つでも買って帰ろうかというようなことも

起きてくるので、市民の消費をあげるというか、そういう観点からもですね、そういう効果が

あるという観点に立ってぜひ福祉の立場から事業を進めていっていただきたいということを要

望して終わります。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：０９ 

再 会 １３：１５ 

委員会を再開いたします。 

午前中に引き続き、６２ページ、バス路線維持費について上野委員の発言を許します。 

○上野委員 

 ６２ページから６３ページにかけて、総務費、地域振興費の中のバス路線維持費についてお

伺いいたします。３路線ありますが、このうち状況が大きく変わるような路線はございますで

しょうか。 

○商工観光課長 

 バス路線維持費につきましては、地域の移動手段の確保のために利用が低調な、いわゆる赤

字路線を維持するため、交通事業者に対し市が赤字補てんを行って路線を確保しているところ

でございます。現在、委員が申されましたように３路線ございます。このうち八木山線につき

ましては、平成２４年度からコミュニティバスと予約乗合タクシーの運行が決定され、当該地

域において一定の移動手段が確保されたため路線バスの赤字補てんも見直し、平成２４年度に

つきましては便数は減少するものの、コミュニティバスと予約乗合タクシーと並行運行し、平

成２５年度からコミュニティバスと予約乗合タクシーへ完全移行する予定でございます。 

○上野委員 

 バス路線はいま西鉄さんが運行されていると思うんですけど、イニシアチブといいますか、

西鉄さんの意向はどんなふうなんでしょうか。 

○商工観光課長 

 事業主体の西鉄におきましては、当該八木山路線につきまして平成１５年に廃止の申し出が

あっております。当時、他に移動手段がございませんでしたので、市におきまして赤字補てん

を行って事業を継続するということで確保している次第でございますので、ただ、事業の中身、

便数とか中身につきましては西鉄と協議しながら予算の範疇の中で効率的な運行を協議してい

るところでございます。 

○上野委員 

 予算書に１２２９万３千円上がってて、これが今から便数が減るとなると、減ってくるとい

うことだとは思うんですが、例えばこの予算を飯塚市が負担し続ければ今の便数をずっと確保

することはできるんですか。 

○商工観光課長 

 この予算につきましては毎年赤字補てん額を補てんしているわけでございまして、当初、先

ほど申しましたように平成１６年からこの路線の補助を始めております。平成１６年度は年間

ではございませんでしたが、市の補助が約４５４万４千円、その後９００万円等々で、平成

２３年度が約１２２９万円と、年々利用者の減少とともに補助金が逆に膨らんでいる状況でご

ざいますので、この額で維持というのは難しいのではないかというふうに考えております。 

○上野委員 

 乗客率おわかりになります。 

○商工観光課長 
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 乗客率につきましてはちょっと出し方がいろいろございますが、収益率、総事業費、この路

線にかかる収益率につきましてお答えさせていただきますと、この八木山線につきましては平

成２２年度決算で３７．５％、県内で約４０のこういう自治体が赤字路線を補てんしている路

線がございますが、他の路線につきましてはおおむね７０％ぐらいの収益、それでも７０％な

んですが、八木山地域のこの路線につきましては残念ながら３８％、特に峠の下の坂の下、そ

して日の浦口という篠栗のほうに路線をしておりますが、そこについては収益率は１０％かそ

れ以下というような現状でございます。 

○上野委員 

 民間の企業さんはもう利益が出なければ存在できないんで、四百何十万円から始まった飯塚

市の補助も年々膨らんでいくと大変なことになっていて、もう最後は飯塚市が全部持たないと

いけないというようなことにもなりかねないと思うんですよね。やっぱりここは市民と行政が

知恵を出し合って、まちづくりをやっていかなくちゃいけないと思うんですが、飯塚市として

その対処の方法、予約乗合タクシーが動くということですが、今後そういうふうな予約乗合タ

クシーはどういうふうに充実させていかれるおつもりなのか、お伺いいたします。 

○総合政策課長 

 予約乗合タクシー、確かに八木山地区で平成２４年度から運行を開始いたしますが、今のと

ころ１台で運行が十分ではなかろうかというふうに考えております。その状況を見まして

２５年度以降につきまして増車をしなければいけないのかとか、あるいはもっと少なくするこ

ともできるのかということについて、状況を見ながら検討してまいりたいというふうに思って

おります。 

○上野委員 

 午前中、交通弱者という話もありましたけども、やはりバス停にまずいけない人が多い地区

もあるんですよ。だから、一概にそのバス停ごとに乗客率が多いとか少ないとかいうことで交

通弱者の数をカウントしてもらっては非常に困るんですが、八木山地区でも予約乗合タクシー

が玄関先まで行けない道というのがあるんじゃないんですか、道幅が狭かったり、頴田にもあ

ります。そういった所に住んでいるお年寄りが本当の交通弱者だと思うんですよね。そうなる

と、ただ台数をふやせばいいとかいうことではなくて、本当に利用者が利用できるのかという

その環境づくりも大切だと思いますので、考えていただきたいというのが１点と、あと１点は

地元コミュニティ、特に鎮西地区、八木山地区含めた鎮西地区は男性のつながりが非常に強い

地域だと思いますので、いわゆる協働のまちづくりでございますから、アイデアの提案とか、

場合によってはＮＰＯなどをつくっていただいて、自治会の中で予約乗合タクシーを運行して

いただくとかいうような形も出てくると思います。それが１つできれば他の地域にもつながっ

ていくと思いますので、そういうふうなアイデア等もですね、私が午前中に申し上げた自主研

究グループを十分活用していただいたほうが、課とかそういう枠にとらわれない自由な発想が

出るんじゃないかなと思いますので、ご検討よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、６３ページ、八木山バス路線維持負担金について吉田委員に発言を許します。 

○吉田委員 

 ただいま同僚委員のほうからも八木山バス路線維持管理負担金についてありましたが、私の

内容もほとんど７０、８０％ぐらいは質問内容がダブっておりますので、要約して私の聞きた

いところだけについていきたいと思います。まず、今後補助の見込み及び国県補助、ここの面

についてどのようになるかについてお知らせください。 

○商工観光課長 

 赤字路線バスの運行につきましては、国県の補助及び自治体の補助からなっているところで

ございます。八木山線の路線バスにつきましては国県の補助が約４００万円でございますが、
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平成２４年度につきましては利用者の減少等々で補助等が見込めない状況でございます。また

路線を共有しております篠栗町、自治体負担を路線の距離で按分するわけでございますが、篠

栗町へ自治体負担を協議いたしましたが、篠栗町においては負担はしないという回答があって

いる状況でございます。 

○吉田委員 

 ちょっと一部戻りますけど、私が今回の質問に至った経緯としましては、八木山路線バスの

維持管理ということで前年並みの数字が計上してありました。これに伴いまして、便数等が西

鉄さんのほうで本数を減らすということから、本数を減らして半分程度になるということでな

っておりましたんで、これに伴いまして前年２３年度の数字から申しましても、数字が大きく

変わってないというところから質問に至っております。それに伴いまして、現地利用者の方々

の意向等も耳に入っていることから、今後のことについて気になる点がありましたので、引き

続き質問させていただきます。続きまして今後の見込みについてですが、今後も継続していけ

るのか、それとできなければどういう手段になっていくのか、これについて若干先の委員の質

問とダブりますが、この点だけお聞かせください。 

○商工観光課長 

 この八木山線につきましてはこれまで他の移動手段がございませんでしたので、路線維持の

ために補助を続けてきたわけでございますが、先ほど申しましたに平成２４年４月から導入さ

れるコミュニティバスと予約乗合タクシーが運行されるに伴い、この路線につきましては平成

２４年度についてはコミュニティバスと予約乗合タクシーの並行運行を行い、２５年度からコ

ミュニティバスと予約乗合タクシーに完全移行する予定でございます。 

○吉田委員 

 それではこちらの地区につきまして、八木山及び鎮西地区ですがこのバスを利用して児童・

生徒さんの通学というのを聞いておりました。これについての今後の考え方についてお願いし

ます。 

○商工観光課長 

 今回本格導入されますコミュニティバスや予約乗合タクシーだけで全ての利用者の方を対応

することは難しいと考えております。ご指摘の児童や生徒の通学につきましては、別の移動手

段による確保も必要というふうに考えております。現在、教育委員会をはじめ関係各課と協議

を行っており、来年度の入学説明会を念頭に置き、本年の１０月までには対応策をまとめてい

きたいというふうに考えております。 

○吉田委員 

 ただいま商工観光課長のほうよりお話がありましたけど、これに伴いまして教育委員会、各

課連携ということになりましたので、教育委員会のほうでの考え方、意向について若干お聞き

したいと思いますが、お願いします。 

○学校教育課長 

 教育委員会といたしましても平成２５年度以降、八木山地区にいる児童生徒の通学方法につ

きましては２４年度の早い段階でその方向性を示して、そして保護者等不安を感じていらっし

ゃる方もおられると思いますから説明をしながら、子ども達の学校生活に支障がないように、

通学方法につきましては対応してまいりたいというふうに考えています。 

○吉田委員 

 ぜひとも、間違いなく児童生徒さんが困らないようにお願いしておきます。委員長、続けて

いいですか。 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

○吉田委員 
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 それでは、次の質問で八木山地区から福岡方面、篠栗方面への交通手段が今後の課題と思わ

れますがどのようにお考えでしょうか。 

○商工観光課長 

 現在の路線におきましては、城戸駅等篠栗への利用は非常に低調な状況でございますが、委

員ご指摘の路線につきましては、福岡へ抜ける有効な交通手段のひとつといえると思います。

ただ行政区を越えた路線となり、コミュニティバスや予約乗合タクシー等で自治体が対応する

にはちょっと困難な問題もございますので、住民の皆様の要望をすべて満足させるということ

はできない状況でございます。なお、大日寺にございます坂の下バス停からバスセンター、八

木山バイパス天神の直通急行便は現在も運行確保されておりますので、十分とはいえませんが

この路線の活用をしていただければと考えておりまして、今後とも地域の皆さん、関係機関と

協議しながらよりよい方策を検討し、市も可能な支援をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○吉田委員 

 今お答えいただきましたけれど、私が思うには福岡市方面に行く際に、八木山地区の住民及

び鎮西地区、蓮台寺、建花寺、旧２０１号線沿いの山つき、ちょっと言葉が悪いかもしれませ

んけれど、飯塚バスセンターまで下ってくる及び新飯塚駅まで行って乗り換えるということは、

時間的にも距離的にも困難な状態でございます。福岡方面に行くのは、せめて峠を下った篠栗

南蔵院近くの城戸駅等の接続が望ましいと思いますが、この点についてどうでしょうか。 

○商工観光課長 

 先ほど申しましたように、行政区を越えた範囲になりまして、自治体が対応をするには問題

といいますか、課題が多いと思います。西鉄バスにつきましては、先ほど申しました平成

１５年の段階で採算に合わないということで廃止をいたしておりますので、先日、地元の方と

のお話の中で、地域における移送サービス等住民活力でしたいというお話もございました。こ

の辺が具体的になるかどうかは未定なところもございますが、そういう具体性が出てくれば、

先ほども申しましたように市の方も可能な限り支援をして地域の方の利便性を図ってまいりた

いというふうに考えております。 

○吉田委員 

 若干、違うと思うんです。最後ですけど、福岡方面へ行くには西鉄バス路線が無理であるな

らば、予約乗合タクシーいう形の利用ができると思います。これにつきましては八木山峠を下

れば先ほどから申しますように城戸駅というのは、最寄りの駅で一番近い駅になると思います。

この面で特例措置か何かを使えば方法がないとは言えないと思います。新飯塚駅、バスセン

ターよりも、八木山峠を下ったすぐ下です。最短のＪＲの駅です。ここに接続できるように先

ほどから課長も申しましたように、関係各課連携を図るというところもありますが、そこら辺

で何とか検討していただく材料にしていただけないかと思います。ならびに、これは西鉄バス

につきましては民間です。我々がやっているのは行政です。行政とは市民一人一人が困らない

ように飯塚市を運営していかなければならないという目標がございます。このことより強く要

望して引き続きご検討をお願いします。 

○委員長 

 次に、６３ページ婚活支援事業について、吉田委員に質疑を許します。 

○吉田委員 

 款、総務費、総務管理費、目、地域振興費、６３ページの婚活支援事業についてです。近年、

全国的に未婚化晩婚化が進行する中、未婚率で平均の初婚年齢がともに全国的には上まわる状

況にあります。それに伴う少子化が大変大きな問題になっていると思います。私の周りの男性、

女性、友人、知人におきましても、２０歳から５０歳ぐらいの未婚者が多く心配な状況にあり

ます。これを踏まえまして、婚活支援事業について質問していきたいと思います。まず１番目
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に、対前年度の予算が１００万円から減額になっておりますが、この点について教えてくださ

い。 

○児童育成課長 

 ２３年度は県の補助金を利用しておりましたが、２４年度はその補助金がなくなりましたの

で、事業費を減額して実施するものでございます。 

○吉田委員 

 この予算で継続して前年並みに実施できるのか、それについてお答え願います。 

○児童育成課長 

 昨年度までは、事業者に委託しておりましたが受付けやイベントの一部の支援しておりまし

たのである程度のノウハウはもっております。公共施設を利用し、ビュッフェ料理等を軽食に

するなど内容を工夫して対応はできるものと考えております。 

○吉田委員 

 続きまして、参加者の成果はどのようになっていますでしょうか。 

○児童育成課長 

 ２３年度は、２回実施いたしております。１回目は男女各３０人を募集いたしまして男性

２８名、女性２６名の参加でその結果、６組のカップルが誕生しております。また、２回目は

男女各３０名の募集に対し、男性４９名、女性７０名の応募があり、抽選により各３０名を選

定し、当日は男性３０名、女性２９名の参加でした。結果、５組のカップルが誕生しておりま

す。 

○吉田委員 

 その中で、参加者の反応はいかがなものでしたでしょうか。 

○児童育成課長 

 婚活の内容自体については、好評でしたがトークタイムで３０人の方と１人５分ずつ会話す

るというだけで２時間以上かかりますので、時間が長いという意見もございました。そのため

人数を制限するなど、対応を今後考えていきたいと思っております。 

○吉田委員 

 これに関連すると思うんですけれども、いま新聞紙上メディア等で全国的に市や町での街コ

ンが開催されております。これについてどういうふうに取り組むのか。そこら辺について教え

てください。 

○児童育成課長 

 街コンは出会いの場の創設と地域活性化が融合したイベントで、全国各地で実施されており

ます。本市におきましても株式会社まちづくり飯塚が中心となりまして、５月に街コンが実施

される予定でございます。児童育成課にも中心市街地活性化推進課を通して協力依頼があって

おりますので、何かできるものがあれば協力していきたいと考えております。 

○吉田委員 

 飯塚も商業地発展のために寄与して、この街コンについても取り組んでいったほうがいいと

思います。婚活支援の事業に対しましては、目的は独身男女の出会いの場を設定し、少子化並

びに定住化を図る目的であります。昨年２３年度の２回の実施につきましては、参加者も多く

抽選とも報告いただきました。カップル成立につきましても、１回目が６組、２回目が５組と

期待は大きいと思われます。今後も定期的な継続実施をお願いして質問を終わります。 

○委員長 

 次に、６３ページ、婚活支援事業について守光委員に質疑を許します。 

○守光委員 

 ほとんど吉田委員と内容と同じでありますので質問を取り下げさせていただきます。 

○委員長 
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 同じく婚活支援事業について、永末委員に質疑を許します。 

○永末委員 

 すいません。こんなに質問がだぶるとは思っていなかったんですけれど、私のほうから少し

ですけれども、お聞かせください。今回、市が独自に行っていくというふうな形で聞きました

けれども、その際、今年度行った分でアンケートをとられているかと思うんですけれども、そ

のアンケートはどういった形で今後活かしていくお考えでしょうか。 

○児童育成課長 

 アンケートは毎回婚活事業終了後に任意でとらせていただいております。その中で、毎回内

容を変えながら次回の婚活事業に活かしていっているところでございます。 

○永末委員 

 私の手元にも資料としてアンケートがあるんですけれど、見た感じすごくいいと思うので、

こういった形でとられた分、しっかり活かしてどういったところを重視されていたのかという

のを、ぜひ２４年度の事業で活かしていただきたいと思います。例えば参加費についての分な

どもありますし、参加の規模とかという部分もありますので、そこを精査していただいて、ぜ

ひより参加しやすいような形にしていただきたいと思います。あと１点なんですけれども、出

会いの場を提供するっていうこと、そこが１つの目的として考えていいんでしょうか。 

○児童育成課長 

 そのとおりでございます。 

○永末委員 

 定住化促進、少子・高齢化対策という部分が飯塚のような衛星都市はそういった政策でやっ

ていくべきだというふうに、私は思っていますので、すごく意味のある事業だと思っています

ので、今後ともぜひ続けていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 同じく婚活事業について、梶原委員に質疑を許します。 

○梶原委員 

 若い方が３名聞かれましたので、この婚活事業は、参加する年齢を過ぎておりますので、取

り下げさせていただきます。 

○委員長 

 次に、６３ページ旧４町まちづくり支援事業費について上野委員に発言をします。 

○上野委員 

 ６３ページ総務費、地域振興費、旧４町まちづくり支援事業費についてお伺いをいたします。

旧４町のまちづくりの事業費、ありがとうございます。２４９万１千円、比較対象としてです

ね、中活の調査委託経費、幾らかかっているのか教えてください。 

○中心市街地活性化推進課長 

 当初予算での中心市街地活性化事業に関する調査設計等の事業費でございますけども、合計

で１億２６２９万１千円でございます。 

○上野委員 

 財源と単独事業費を教えてください。 

○中心市街地活性化推進課長 

 財源につきましては国土交通省の社会資本整備総合交付金および合併特例債を予定いたして

おります。総事業費から交付金及び交付税措置を除きました単独事業費につきましては

７３７９万１千円となっております。 

○上野委員 

 この旧４町まちづくり支援事業費の単独事業費は幾らですか。 

○総合政策課長 
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 単費は４９万１千円でございます。 

○上野委員 

 中活区域に居住している市民の数、何人でしょうか。 

○中心市街地活性化推進課長 

 本年１月１日に現在で３,６４６人でございます。 

○上野委員 

 資料、平成２２年度の国勢調査をもとにしますと市全体の２．８％だそうです。７３７９万

１千円と４９万１千円ですが、中活と比較すると非常に少ないんじゃないかなあという率直な

気持ちです。中活を飯塚全体として考えるなら、目的が全然違うので一概に比較はできないと

思うんですが、かける４倍すると単費として２億９２００万円ぐらいを将来的につけていただ

いてもおかしくないんじゃないかなと思いますが、いかがですか。 

○総合政策課長 

 旧４町まちづくり、これにつきましては現在筑穂地区を先行して取り組んでおるところでご

ざいます。そして今後、頴田地区、庄内地区、穂波地区へと順々に進めてまいりたいというふ

うに考えております。ご指摘のとおり中心市街地活性化事業と比較いたしますと総事業費、ま

た単独事業費ともに投資額は少ないかとは思いますが、まちづくりに対しますさまざまな補助

金、国県を含めましてございますので、そういう補助金を有効に活用獲得するように今後も努

力してまいりたいというふうに考えております。 

○上野委員 

 金をかければいいというもんでもないと思っています。ただ各４町の特色を調査するに当た

っては非常に予算的に厳しい予算じゃないかなと思うんですよ。今後まちづくり、それぞれす

る上で予算が必要だなといった場合は、財務部長、ケチらずに出していただけますよね。 

○財務部長 

 それぞれのまちづくりについては市全体として取り組んでいかなければならない分でござい

ますので、その時点その時点で検討させていただいて、取り組んでいきたいと考えております。 

○上野委員 

 ありがとうございます。総合政策課が持たれていますけども、先ほどから私は指摘している

ように、その廃棄物の問題とかコミュニティバスの問題とかは、やっぱり市全体にかかわって

くる問題だと思うんです。そういう４町のまちづくりを考える上で、そういった迷惑になる施

設とか、喜んでいただける施設とかの地域割りというか場所割りとかですね、ほんとにその公

平な面から考えた上で、こんなところがいいんじゃないか、この施策をお願いしなくてはいけ

ないんじゃないかというところも出てくると思うんです。そういった面もやっぱり連携をして

いただいてですね、できるようなフリーハンドの部署が必要だと、これは企画調整部だと思う

んですが、たくさんいろいろな事業を抱えてありますので、ここもやっぱり自主研究グループ

にいろんなアイデアを出していただいて、全体を見て１０年も２０年後どんなふうな施設がど

こに必要なんだろうかなというのも考えていっていただきたいと思います。以上です。 

○委員長 

 同じく、旧４町がつくり支援事業について梶原委員に発言します。 

○梶原委員 

 この点につきましても取り下げさしていただきます。 

○委員長 

 次に６４ページ、地域振興基金積立金について宮嶋委員に発言をします。 

○宮嶋委員 

 地域振興基金積立金ですが、２３年度補正予算で１億円、２４年度で１億５３５８万４千円

というのが地域振興基金に積み立てられるということですけれども、これはどういう事業に将
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来使われていくとか、それを教えてください。 

○総合政策課長 

 市町村振興協会助成金これの２３年度の積み立て予定でございます１億円のうち２４年度に

繰り入れを行う予定の６６００万円につきましては住宅用太陽光発電システムの設置費補助金、

住宅リフォーム補助金、マイホーム取得奨励補助金並びに少人数学級教員配置事業など学校関

連事業等に充当する予定にしております。なお、ご指摘の２４年度これにつきましても積み立

て予定を１億５３５８万４千円を含めた額、これの使途につきましては市町村振興協会の交付

条件もございますので、それを踏まえた上で本市の地域振興につながる事業に充当するため今

後関係各課と協議を行っていく予定にしております。 

○宮嶋委員 

 地域振興につながる事業というのがこれはいろんなアイデアを出されれば、いろんなところ

に使えるんじゃないかと思いますので、ぜひ創意工夫をされていつでも何でも予算がないと言

われますけれども、こういうものをどうやって活用するかということをじっくり考えていただ

いて、ぜひ有効に活用していただきたいということを申し述べて終わります。 

○委員長 

 次に、６８ページ、人権啓発センター同和会館管理運営費について宮嶋委員に発言を許しま

す。 

○宮嶋委員 

 ６８ページ、人権同和推進費ということです。資料の１９ページ、２０ページに歳入歳出の

一括表を用意していただいておりますので、そこから質問させていただきます。まず歳入のほ

うですけども、この歳入一括表について簡単にご説明をお願いいたします。 

○人権同和政策課長 

 予算総括表の歳入でございますが、歳入の総額といたしましては５８３６万３千円となって

おり、前年度比の２６９万７千円の減額となっております。その主な要因といたしましては、

隣保館運営事業費補助金が補助基準額の減によりまして２５４万２千円の減となっております。

また人権同和問題啓発費補助金が、解放子ども会の事業費の減により９５万５千円の減となっ

ておるところでございます。 

○宮嶋委員 

 歳入合計で５８３６万３千円、２６９万７千円の減ということになっています。解放子ども

会の事業費の減というその中身をお願いします。 

○人権同和政策課長 

 解放子ども会につきましては、子どもの絶対数の減少もございますので、子供会の数の減も

見込んで、２４年度の新年度予算につきましてはその辺も見込んで減額という形になっており

ます。 

○宮嶋委員 

 次に歳出の方の説明をお願いいたします。 

○人権同和政策課長 

 歳出につきましては総額で２億５３１８万８千円となっております。前年度比といたしまし

て４２４９万５千円の減です。その主な要因といたしましては人権同和推進費で委託料につき

まして川島集会所建て替えに伴う設計測量委託等によります２９５万円の増額となっておりま

す。工事請負費については２３年度に実施いたしました幸袋西町集会所の建て替え工事が単年

度事業でございましたので１４５５万円ほどの減額となっております。また、負担金補助及び

交付金については同和団体補助金の減額等により８０５万７千円の減額となっております。人

権同和教育の方でございますが、報償費の減で１６４万５千円の減額となっております。それ

と人件費でございますが２３年度に人権同和推進課と人権同和教育課が統合いたしております。
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職員数が減員いたしましたことから人件費といたしましてはトータルで１５６３万７千円の減

額となっております。 

○宮嶋委員 

 随分コンパクトになってきて少しは努力をされたのかなというふうに思います。それで次は

人権同和推進費の人権啓発センターと同和会館管理費についてお尋ねをいたします。資料は

２６ページになっているようですが 

○委員長 

 ちょっと待ってください。上野委員、先に質疑させていいですか。引き続き宮嶋委員どうぞ。 

○宮嶋委員 

 同和会館、人権啓発センターですね、管理費ということで、人権啓発センター、同和会館ど

のようなことに今使われておりますか。 

○人権同和政策課長 

 同和会館、人権啓発センターにつきましては隣保館でございまして、地域社会全体の中で福

祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に開かれたコミュニティセンターとし

て使用していただくのが隣保館の役割であると考えております。例えば現在市内３館の隣保館

で行っている事業のうち主なものを紹介いたしますと、周辺地域の方々を対象とした陶芸教室、

生花教室それから保存食教室、あるいは夏休みに行います子どもの料理教室、また高齢者対象

のデイサービス事業など、また健康教室などもございます。 

○宮嶋委員 

 中身については教育費のほうで出てくると思いますので、高齢者対象のデイサービス事業、

こういうものとか健康教室とかいうのがあっていると思うんですが、この事業内容を教えてく

ださい。 

○人権同和政策課長 

 隣保館事業といたしましては、これは国・県の４分の３の補助事業でございますが、国・県

の隣保館事業の要綱に示されております。６５歳以上の高齢者対象でございますが、介護予防

や高齢者の引きこもり対策のための転倒予防教室やあるいはレクリエーションなどをこのデイ

サービスの事業の中で行っております。また、他の事業といたしましては相談事業とか生活に

密着した相談などを行っておるところでございます。 

○委員長 

 デイサービスは答えたかね、中身。 

○人権同和政策課長 

 大体いまお答えしたところですが、詳しく申しますと国の示します隣保館事業の要綱により

ますと隣保館のデイサービス事業でございますが、障がい者及び高齢者等が隣保館を利用して

創作、日常生活訓練等を行うことによりその自立を助長し生きがいを高める事業ということで、

先ほど申し上げました介護予防や高齢者の引きこもり対策のための転倒予防教室あるいはレク

リエーションなどをデイサービスの中で行っております。 

○宮嶋委員 

 それぞれの利用者数と募集の方法はどういうふうになっていますか。 

○人権同和政策課長 

 各隣保館の利用者数ということでよろしいでしょうか。それともデイサービス利用者数でし

ょうか。デイサービス利用者数につきましては、各館２０名から３０名の範囲で行っておりま

す。年度当初に募集をかけまして実施いたしております。 

○宮嶋委員 

 ２０人から３０人ということですが、これは毎日とか、隔日とか、開催はどんなふうになっ

ていますか。 
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○人権同和政策課長 

 ３館でまちまちなところはございますが、月に２回から３回の頻度で行っております。 

○宮嶋委員 

 月に２、３回で、継続的にやらないで効果というか、そういう事業効果は上がっているんで

しょうか。 

○人権同和政策課長 

 館によっては月４回、毎週やっているところもございますが、教室の内容も１つではござい

ませんので、健康あるいは介護あたりの授業・講義を継続的に行っておりますので、地域住民

の方の生活向上、健康福祉のための成果は上がっておるものと考えております。 

○宮嶋委員 

 地域住民の方とおっしゃいましたけれども、この募集はどの範囲で募集されているんですか。 

○人権同和政策課長 

 隣保館が存在します地域の住民の方は対象となります。 

○宮嶋委員 

 どなたでもいいわけですね、何でも運動団体の方の紹介がないとだめだということがありま

すけども、費用はどのくらいかかって、個人負担というのがあるんですか。 

○人権同和政策課長 

 １人当たりの個人負担につきましては、１回５００円でございます。全体の事業費でござい

ますが、 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：０５ 

再 開 １４：１５ 

委員会を再開いたします。 

○人権同和政策課長 

 デイサービスに係ります年間の費用でございますが４６５万円でございます。 

○宮嶋委員 

 ６８ページにデイサービスことで講師謝礼金と講師派遣手数料というのが２つ出てきている

のですが、この金額、今の金額はこれよりちょっと多いですね。この２つについて同じような

のに別々に出てきていますので、これについて説明をお願いいたします。 

○人権同和政策課長 

 講師派遣の講師料につきましては直接の個人に講師として依頼をしているということで、報

酬であげております。それから個人的に講師がいない場合につきましては、講師を有している

会社等に派遣していただいておるということでその手数料としてあげておるところでございま

す。 

○宮嶋委員 

 よくわかりません。講師という方はどういう方で、中身はどういうことをされるのかという

のと、講師という方がどういう方なのか、その派遣をする会社というのがどういう会社なのか

教えてください。 

○人権同和政策課長 

 講師の講師料といたしましては音楽療法とかそういう関係の先生はこっちで対処いたしてお

ります。それから先ほど申しました、介護予防の転倒予防教室そういう部分につきましては、

個人的に先生がいないということで派遣会社のほうに派遣していただいているところでござい

ます。 

○宮嶋委員 
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 わかりました。それではですね、なかなか同和会館、人権啓発センター、隣保館と名前がい

ろいろあってわかりにくいんですが、どっちで聞いたらいいでしょうか、職員の配置体制がど

うなっているのかを教えてください。 

○人権同和政策課長 

 隣保館の職員の配置でございますが、平成２４年度につきましては、３館ございますので

３館それぞれでお答えさせていただきます。立岩会館につきましては館長が１名、これは嘱託

職員でございます。それから事務及び事業補助といたしまして臨時職員、それから看護師とい

たしまして、これも臨時職員でございます。それから清掃を担当する職員、これも臨時職員で

ございます。穂波センターのほうにつきましては館長が１名、嘱託、それから清掃及び事務補

助で臨時職員２名で、計３名でございます。筑穂センターにつきましては館長１名、会館の管

理を、これは３館の管理をいたしております臨時職員が１名、それから清掃及び事務補助の臨

時職員が２名、計４名ということになっております。 

○宮嶋委員 

 いま隣保館とおっしゃいましたけれども、この方はどこで仕事をされているんですか、いま

の方々。 

○人権同和政策課長 

 いま申し上げましたように、３館隣保館がございます。この隣保館というのは同和会館、人

権啓発センターのことでございまして、それぞれ立岩会館、穂波人権センター、筑穂人権セン

ターの３館でございます。 

○宮嶋委員 

 どうしても隣保館と言われるんですかね。個々の名前統一をしてされないのは、法律かなに

かにくくりがあるんですか。 

○人権同和政策課長 

 隣保館につきましては国の社会福祉法の中に隣保事業というのがございますので、補助金あ

たりの名称につきましては隣保館という形での名称を使っております。飯塚市については条例

で同和会館及び人権啓発センターというふうなところで命名をいたしているところでございま

す。 

○宮嶋委員 

 隣保館という言葉を使わないほうがわかりやすいんじゃないですか。そこら辺で何か、補助

金は隣保館に対する補助金かもしれませんけれども、それは立岩会館なり穂波、筑穂の人権セ

ンターに使うわけですから、そこら辺をぜひ統一していただきたいと思うんですが、そういう

お考えはないんですか。 

○人権同和政策課長 

 飯塚市といたしましては条例で同和会館及び人権啓発センターというふうなことで規定をい

たしております。しかしながら補助事業の関係が隣保館事業というネーミングでございますの

で、いろいろ使っているだけではなくて、飯塚市としては同和会館及び人権啓発センターとい

うくくりでいっております。 

○宮嶋委員 

 もうちょっとすっきりさせていただかないと、そうでなくてもなかなかその中身がわかりに

くいところになっております。それぞれのセンターなり会館には館長が１名、事務及び事業補

助の方が臨時職員で１名、看護師さんが１名、これはデイサービスを担当される方ということ

ですから他の２館もこの方が行かれるのかなというふうに思います。それとあとは清掃職員と

いうことで臨時職員が１名ということになっておりますが、管理委託の実績というか、

２６ページの資料ですね、館内外清掃委託ということでトキワビルという会社が入っておりま

すよね。それにわざわざ掃除を担当する方を雇わなくてはいけないんでしょうか。 



３３ 

○人権同和政策課長 

 いま申し上げました臨時職員の方につきましては、日々の清掃を行っていただいております。

しかしながらワックス掛けとか高いところ窓ガラス、あるいは職員では対応し切れない部分に

つきましては、年１回で業者に発注しておるところでございます。 

○宮嶋委員 

 それぞれの施設、どの程度お忙しいのかわかりませんが、普通は普通に事務職をされている

方が掃除をされているというふうに思います。わざわざこのための職員を雇う必要はないんじ

ゃないかなというふうに思います。どういうことをされているのかということをお聞きしたい

と思うんですが、通常の業務内容、この会館の業務内容についてお伺いします。 

○人権同和政策課長 

 臨時職員の方につきましては、センターのほうが貸館業務も行っておりますのでその申請受

け付けとかあるいは先ほど申しました館内外の清掃、また隣保館事業で行っておりますデイ

サービス事業や各種教室の準備とか片付け等も、この方たちにやっていただいておるところで

ございます。 

○宮嶋委員 

 館長さんがいらっしゃって事務職員の方いらっしゃって、デイサービスのとき看護師さんも

いらっしゃるということでは、どのくらいの事務量があるのか、受付業務があるのかわかりま

せんが、普通に考えるとどうしても納得がいかない雇用状況じゃないかなというふうに思いま

す。相談業務について伺いますが、３館で行っています相談件数及び相談内容についてお尋ね

いたします。 

○人権同和政策課長 

 相談業務につきましては館長及び臨時職員の指導員が行っておるところでございます。相談

件数といたしましては平成２２年度でございますが、立岩会館で５３件、伊岐須会館これは

２２年度までございましたが４１件、穂波センターが６８件、筑穂センターが５６件の合計

２１８件でございます。内容といたしましては生活相談が５５件、健康相談が５４件、教育相

談が４５件、育児相談が２０件、その他４４件となっております。 

○宮嶋委員 

 今の件数は年間通しての話ですよね。私たち議員をやっておりますのでいろんな生活相談を

受けますが、１つの会館で年間に５３件だとか、穂波が１番多くて６８件、このくらいの数以

上の相談はここいらっしゃる議員さん皆さん受けてあるんじゃないでしょうかね。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：３０ 

再 開 １４：３２ 

委員会を再開いたします。 

○宮嶋委員 

 これだけの、相談件数をさばくために、これだけの職員がいるのか。館長さん１人おればね、

いっぺんに５３人相談にみえるわけじゃないでしょう。１日２、３人みえたとしても、時間ず

らせばいいわけやから、わざわざ相談員と称する人を置いておかなければいけないのかなとい

うふうに思うんですが、いかがですか。 

○人権同和政策課長 

 相談件数といたしましてはいま申し上げましたとおりでございますけれども、この啓発セン

ターにつきましては先ほどから申し上げておりますように、いろいろ貸し館もございます。あ

るいは隣保館事業という主催事業も持っておりますので、またこの臨時職員につきましてはで

すね、先ほど申し上げておりませんでしたが、１１日勤務の臨時職員でございますので、２人
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でひと役というふうな形で雇用いたしておりますので、３人ないし４人人員は必要であるとい

うふうに認識いたしております。 

○宮嶋委員 

 ぜひですね、仕事量をきちっと精査していただいて、今後検討していていただきたいと思い

ます。それからもう１つ、夜間の警備の方というか受付の方をわざわざお雇いになっておりま

すが、こういうのも何かそういう会社に委託をすれば、もっと安くつくんじゃないでしょうか。 

○人権同和政策課長 

 管理人さんにつきましては夜間に教室等が入った場合に管理をしていただくためということ

でございますので、管理人さんのほうは警備会社等に委託よりも安く上がりますので、その辺

で管理人にしていただいておるところでございます。 

○宮嶋委員 

 夜間の使用というのはどの程度あっているんでしょうか。 

○人権同和政策課長 

 そんなに頻繁に、頻度はございませんが、例えば月に２、３回の教室で残るというようなこ

とであればですね、誰か職員が必要でございますので、そういうことで管理人さんにお願いを

しているところでございます。 

○宮嶋委員 

 先ほど言いました相談員なり事務職の方、こういう方が当番でされるという方法もあるんじ

ゃないかなと思いますが、立岩会館の場合はどういうふうにされているんですか。 

○人権同和政策課長 

 立岩会館につきましては他の２館に比べまして夜間の利用頻度が少なくございますので、こ

こにつきましてはですね、館長さんあたりが、あるいは指導員の方が交代で対応をしておると

ころでございます。 

○宮嶋委員 

 じゃあ、その筑穂と穂波に関しては立岩会館よりも夜使う頻度が格段に多いということです

か。 

○宮嶋委員 

 穂波と筑穂につきましてはですね、主催事業であります隣保館事業が夜組んでおる部分もご

ざいますので、ちょっと職員がですね、残ってするということにはちょっときつい面がござい

ますので、管理人さんにお願いしておるところでございます。 

○宮嶋委員 

 夜どのくらい使っているのかという資料を、後でいいですからください、それぞれですね。

ぜひお願いいたします。それからこの隣保館事業というのは、ずっと続けていかれるのか。国

ですかね、これは。将来的にこういう予算がおりてくるのかどうか。国の動向というか、県の

動向とかいうのを教えてください。 

○人権同和政策課長 

 隣保館事業につきましては先ほどから申し上げておりますが、国及び県の補助事業となって

おります。将来的には交付税の一括交付となることも予想されておるところでございますけれ

ども、現時点では国県からの正式な通知等は何もございません。本市といたしましてはこの国

県の動向を注視しながら本市としての方向性を今後検討していきたいと考えております。 

○宮嶋委員 

 啓発センターなりはほとんどその地域公民館と同じような役割を果たしてありますし、デイ

サービスとかそういうことも地域でも行われております。相談活動もそこの１室を借りればで

きないことではありませんので、ぜひこういう特別扱いはやめて一般施策へ転換していかれる

ことを要望して終わります。 
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○委員長 

 次にそのまま６９ページ、人権同和推進事業費について行ってください。 

○宮嶋委員 

 次の６９ページ、人権同和推進費の人権同和推進事業費ということで、部落解放同盟

２４１０万円、全日本同和会２５７万円の補助金が計上されていますが、これについて説明を

お願いいたします。 

○人権同和政策課長 

 運動団体に対します補助金でございますが、部落解放同盟飯塚市協議会が２４１０万円です

ね。全日本同和会飯塚市支部協議会には２５７万円を交付する予定にいたしております。平成

２２年度と比較いたしますと、部落解放同盟飯塚市協議会につきましては８００万円、前年比

約２５％の減額となっております。全日本同和会飯塚市支部協議会につきましては２３年度同

額の補助金額といたしております。 

○宮嶋委員 

 部落解放同盟の補助金が８００万円減額になったということですが、なぜ減らされたんでし

ょうか。 

○人権同和政策課長 

 この運動団体に対します補助金につきましては昨年来、補助金の見直しという中で運営費補

助から事業費補助への転換を指摘されておるところでございます。それと同時に、総枠の縮小

ということも指摘されておるところでございますので、運動団体と協議を重ねながら、この金

額となったものでございます。 

○宮嶋委員 

 全日本同和会の補助金に関しては減額になっておりませんが、あわせてこの理由もお願いし

ます。 

○人権同和政策課長 

 全日本同和会につきましては、合併後年々削減をいたしてきておるところでございますが、

来年度につきましては役員の行動費あるいは研修旅費などの中身に使っておりますので、これ

以上の減額は、活動の継続に困難がする恐れがあるということから前年度同額といたしている

ところでございます。 

○宮嶋委員 

 いろんな団体が市の中で活動されておりますが、それぞれの団体は市からの補助金をいただ

いて活動されている団体がたくさんいますが、自分たちで会費できちっと賄ったり、いろんな

活動をやって資金を捻出したり、特に子ども会とか老人会とかですね、苦労されてそういうお

金も捻出されてやってあるんですが、部落解放同盟、全日本同和会のほうとしてこの方たちへ

の１人当たりの会費がどのくらいの会費を集めてあるんでしょうか。 

○人権同和政策課長 

 １人あたりの会費ということでございますが、部落解放同盟飯塚市協議会につきましては月

額６００円でございます。また全日本同和会飯塚支部協議会のほうは、月額４００円と報告を

受けております。 

○宮嶋委員 

 ではですね、補助金として市が出しておりますものは１人当たりいくらになりますか。 

○人権同和政策課長 

 １人当たりに対する補助金の額がいくらかということでございますが、平成２４年の補助金

額及び平成２３年４月１日現在の会員数をもとに会員１人当たりの補助金額を算出いたします

と、部落解放同盟飯塚市協議会が２９,０７１円、全日本同和会飯塚市支部協議会が

２８,２４１円となります。 
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○宮嶋委員 

 それで計算しますとね、部落解放同盟が月６００円ですから、年間１人７,２００円払って

あるわけですよね。そして補助金は２９,０７１円。全日本同和会の場合は１人月額４００円

ですので、４,８００円です。そして市から受けてある補助金がこれは全てがそういう会費と

比べるのはどうかというのはありますけども、２８,２４１円ということで、もう本当にね、

もっとこれだけの活動のためにお金が要るのであれば、もっと会費を上げるべきじゃないです

か。今どき市から２２００万円も補助金もらいながら、１人当たり６００円、４００円の会費

でね、どれだけの事業をされているのかわかりませんが、お金が足りないぐらい大変な事業を

されているんであればもっと会費をふやすべきではないかと思いますが、その辺の話をされた

ことはありますか。 

○人権同和政策課長 

 今回、部落解放同盟飯塚市協議会につきましては前年比２５％という減額をさせていただい

ておりますが、この減額に至るまでには、８回ほど交渉といいますか、協議を重ねてまいって

おります。そういう協議の中で自主財源の確保というのは何回も行政のほうとしては、提案を

申し上げているところでございます。 

○宮嶋委員 

 ぜひ、こういう補助金頼みじゃない活動をぜひやっていただきたいと思います。結局このこ

とで自分たちの活動及びその上部団体とか、下のいろんな団体にも、ここからお金を出されて

いるということではお金が足りなくなるのは当たり前のことで、もっとお金の使い方、この決

算書とか見られていると思いますが、その内容についていろいろ精査して市のほうで意見は出

されているんでしょうか。 

○人権同和政策課長 

 補助金に対します監査体制あるいはチェック体制ということでございますが、年２回の指導

検査を担当課といたしましては行っております。補助金に関しましては、様々な課題等がござ

いますが、平成２１年の１２月に補助金等の見直しに関する指針が策定されております。それ

から平成２２年１０月には飯塚市補助金等審査会による審査が行われ、平成２３年１月にはそ

の意見・提言書が提出されておりますので、運動団体への運営補助に関しましては先ほども申

し上げておりますが、運営費補助から事業費補助への移行などの見直しが必要との判断がその

中で示されておりますので、現在その指摘を踏まえて運動団体と協議を重ねておるところでご

ざいます。 

○宮嶋委員 

 運営費補助から事業費補助へ、これはいつから言われているんでしょうか。いつまでに協議

をされるのか、期限を切ってきちっとしていただきたいと思いますが、今年度中だとか、いつ

までにやるかという期限をきちっと切っていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○人権同和政策課長 

 期限を切ってというご指摘でございますけれども、この運営費補助から事業費補助への移行

という指摘につきましては、２２年１０月から行われておりました飯塚市の補助金審査会によ

る審査の中で結果としてそういうご指摘をいただいております。それを踏まえまして、その後

運動団体と協議を重ねておるところでございますが、何年までにということは現時点では申し

上げにくいものがございますので、一所懸命ですね、協議を重ねてまいりたいというふうに考

えております。 

○宮嶋委員 

 平成２２年の１０月だということになれば、もう１年半過ぎていますよね。普通、見直しを

するようにというようなことになれば、もうこの平成２４年度からは変えるというぐらいの期

日はあったんじゃないですか。運動団体と協議をするとか、相談をするという言葉がちょいち
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ょい出てきますけれども、市がお金を出すわけですので、やはりこちらがイニシアチブをとる

べきで運動団体にどういう遠慮をなさっているのか分りませんが、早急にこのことをやってい

ただきたいというふうに思います。老人会とか、またいろんな数字を聞いたら怒られますんで、

老人会とか一人当たり何十円ぐらいの補助じゃないですかね。本当に桁が違いますよ。その辺

をしっかり考えていただいて、本当に市が主体になってこういうことをきちっと決めていって

いただいて、補助金とかいうのはもっと適正に、他のところはどんどん削られていっているわ

けですよ。他の市民団体だとか、そういうところは皆さん反対する声が小さいからかもしれま

せんけれども、いろんな子どものためだとか、お年寄りのためだとか、地域のためにいろんな

団体が頑張ってありますけれど、本当に活動資金が少なくて困ってあるところがたくさんあり

ます。皆さんの中に不公平感がどうしてもこのことでは残ります。このことでは、こういう不

公平感を皆さんが持たれたままでは差別問題だとか、いろんなことを頑張ってされているんで

しょうけれども、解決の道からちょっと外れているんじゃないかなということを申し上げて、

ぜひ平等に、公平に市民の皆さんに補助金が行き渡るようなことでやっていただきたいという

ことを述べまして、この項を終わります。 

○委員長 

 次に、６９ページ、部落解放同盟補助金について上野委員の発言を許します。 

○上野委員 

 同じく部落解放同盟補助金について質疑をさせていただきます。昨年度に比較すると

８００万円、かなり減額されていますが、経緯についてまとめてご説明いただけますか。ダブ

るところがあって申し訳ありませんが。 

○人権同和政策課長 

 削減の経緯ということでございますが、平成２４年度の部落解放同盟飯塚市協議会に対しま

す補助金は２４１０万円でございます。２３年度と比較いたしますと８００万円の減。率とい

たしまして２５％でございます。補助金の交付につきましては先ほどから申し上げております

が、２３年１月に飯塚市補助金等審査会から出されました補助金等の見直しに関する意見・提

言書に沿って適正化に努めているところでありますが、当該補助金につきましては審査会から

補助金の使途等を検討、縮小の必要がある、それから事業費補助への転換を検討すべきである

とのご指摘を受けておりますことから、今回運動団体との協議を重ねましてこの金額で妥結し

たものでございます。 

○上野委員 

 ８００万円の内訳はどのような内容でしょうか。 

○人権同和政策課長 

 ８００万円の内訳でございますが、補助金等審査会からのご指摘を踏まえまして、補助金に

占める人件費の比率が高いというご指摘が主でございましたので、人件費の比率を抑制するた

めに主に人件費について削減をいたしております。 

○上野委員 

 平成２３年度と比較すると、どのぐらいの削減になっていますか。 

○人権同和政策課長 

 ２３年度につきましては、交付額が３２１０万円に対しまして人件費が１９２６万円でござ

いましたので、補助金総額の６０％を人件費が占めておったところでございます。２４年度に

つきましては、交付予定額を２４１０万円といたしておりますので、人件費が８００万円マイ

ナスとなりますから１１２６万円、補助金総額の４６．７％となっております。 

○上野委員 

 今後は何％ぐらいまで人件費の割合を下げるおつもりでしょうか。 

○人権同和政策課長 



３８ 

 具体的な数値につきましては、現時点ではお答えすることはできませんけれども、今後とも

補助金等の見直しに関する意見・提言書に沿って運動団体とも十分協議してまいりたいと考え

ております。 

○上野委員 

 そういった割合も含めて、部落解放同盟への補助金については市としては今後どのように考

えているのか、その方向性についてご説明いただけますか。 

○人権同和政策課長 

 部落解放同盟への補助金につきましては、先ほどから何度も申し上げておりますが、補助金

等の見直しに関する意見・提言書に沿いまして、運営費補助から事業費補助への移行を基本に

運動団体とも十分協議しながら適正な補助金の交付に努めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○上野委員 

 当該団体との話し合いの結果とはいえ、８００万円も年間、率にして２５％、一遍に減らす

のはちょっと大き過ぎます、金額が。一方、全日本同和会の補助金は２５７万円据え置きで、

これより減らすと活動に支障が出るというご判断ということで、それはそれで仕方がないとい

うか、これ以上下げられないのかなというふうに思いますけれども、先ほど自主財源比率とい

う話が出ましたが、人権とか差別に関する事業はハードじゃなくて、ソフトのほうの事業だと

思うんですよ。人件費の割合というのも一律に他の事業と比較することはできないと思うんで

すね。皆さん方は今まで言われてこられた行政の補完業務というふうな位置づけを明確にされ

ているわけですから、これが逆に部落解放同盟の補助金じゃなくって、自治会の補助金を４分

の１カットするといったら大変なことになるわけですよ。だから、１つの団体だからという、

先ほど宮嶋委員も言われました弱い者いじめをするなという、別に部落解放同盟が弱いものと

いうふう位置づけるわけではありませんけれども、やっぱり適正な金額というのがあるんだっ

たら、そこに下げるまでの割合もね、いきなり２５％というのはちょっととんでもない金額じ

ゃないのかなと思うんです。今後は行政の補完業務という明確な位置づけの中の役割だとか、

補助金という支出の仕方も含めて十分に検討していただきたいというふうに思います。以上で

す。 

○委員長 

 次に、７２ページ、防犯灯設置費補助金について上野委員の発言を許します。 

○上野委員 

 ７２ページ、総務管理費、諸費の中の防犯灯設置費補助金ですが、内訳が一応示されており

ますが、根拠についてお伺いいたします。 

○総務課長 

 予算概要書の８ページの内訳ということだと思いますけれども、飯塚地区で８３万円、穂波

地区で２８万５千円、筑穂地区で３６万１千円、庄内地区で１４万円、頴田地区で１０万円と

しております。これは防犯灯の設置に関する事務につきましては、本庁、支所そこそこの総務

課で対応いたしておりますけれども、そこそこの部署で次年度の見込み額を把握しまして予算

を計上させていただいております。 

○上野委員 

 前年度からの実績というのも十分踏まえてあるんだろうと思いますが、そもそもこの防犯灯

の役割というのは、どういうふうにとらえられておられるか、お聞かせください。 

○総務課長 

 防犯灯の役割でございますけれども、その字のごとしでございまして、歩行者等の安全と防

犯の確保のための設置でございます。 

○上野委員 
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 つまり危険箇所の防犯のためにという意味だと思うんですが、やはり生活弱者と言われるよ

うな子どもさんだとか、高齢者、また若い女性も含まれるのかもしれませんが、特に高齢者の

比率が高まる自治会というのは予測ができると思うんですね。前年度実績とか各支所からの申

告というのもあるとは思いますが、将来的に一括補助金制度の中にこれも組み込もうと、もし

されるのであれば、十分に将来的な年齢構造、各自治体の年齢層なんかも勘案をしていただい

て、その際には十分考慮していただきたいというふうに要望しておきます。 

○委員長 

 次に、７２ページ、防犯対策費について永末委員の発言を許します。 

○永末委員 

 防犯対策費について質問させていただきます。先ほどの上野委員の部分と少し重複する部分

はあるんですけれども、まず、私は設置のほうではなくて維持費関係なんですが、この防犯灯

の維持費はいくらぐらいで財源はどういった形になっていますか。 

○総務課長 

 今日配布させていただいております資料の７４ページにあります。その中で維持費ですが、

維持費といいますと、この表の上段が設置費用に関する補助でありまして下段が市が管理しま

す維持費になります。市管理分の維持費につきましては２２年度決算で９６９万円平成２３年

度２月末現在での経費が約８３７万円という数字になっています。 

○永末委員 

 こちらの表を元にしますと２３年度２月末現在で本数的には２,４１８本ですかね、市が管

理している部分はあるみたいなんですが、２月２９日の朝日新聞のほうに載っていた分なんで

すけども、この負担金について嘉麻市なんですが、旧稲築町、旧碓井町、嘉穂町、山田市のほ

うでそれぞれの旧自治体のほうの負担割合が違っているということで記事が載っていました。

それで、旧稲築町のほうは市が全額見るような形になって、今現在なっているみたいで、旧山

田市のほうでは自治会がすべて負担する形で、碓井町と嘉穂町に関しては市と自治会のほうで

負担し合うような形になっているということで、実際これが２４年１０月から市全体で市と自

治会負担、つまり、旧碓井町、旧嘉穂町の方式でいくというふうな形になったと、それに対し

て当然負担がふえる旧稲築地区の自治会から反対が出ているっていう形で載っていました。飯

塚市の現状についてお聞かせいただきますでしょうか。 

○総務課長 

 飯塚市におきましても平成１８年の合併前の旧市町の取り扱い状況でございますけれども、

もう今現在は今議員が言われます嘉麻市で言えば嘉穂町方式ですかね、市の管理するものと自

治会で管理するものとを区分してそれぞれ維持管理をしている状況でございます。旧１市４町

の状況でございますけれども、旧飯塚市と旧穂波町が今の現行の状況でございました。旧筑穂

町につきましては自治会がすべて設置しておりまして、電気料の一部を自治会が負担していた

だくと。負担の電気料の一部を町が補助をしていたという状況でございます。旧庄内町、旧頴

田町につきましては自治体がそれぞれ設置負担しておりまして、合併を機に平成１８年度から

１９年度の２年度にかけまして調整を行いまして平成２０年度から現行の制度に一本化いたし

ております。 

○永末委員 

 先ほど同僚議員からもありましたけど防犯灯の意味として防犯のために必要な部分になって

くると思うんですけども、私のほうで資料の請求させてもらっていた分で、次の７５ページの

ほうで自治会の加入状況を５年ほど推移を出していただいています。実際１９年度からずっと

ポイントが、自治会加入率のとこなんですけど１％ずつ位減っていっている状況で、実際自治

会のほうである程度運営できるような自治会であれば余裕もあるのかもしれないんですけども、

こういう自治会の加入率が減ってって、自治会の運営自体が難しくなってきているところとか
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もあると思うんですけども、そういうふうなことに対して今、飯塚市の現状としてはどういう

ふうに考えられているんでしょうか。 

○総務課長 

 いま委員が言われますとおり、加入状況に差異がある部分実情がございますので、自治会で

負担していただいている電気料、加入率によっては不公平が生じているという現実はあると思

っておりますけれども、これにつきましては自治会の加入を促進するということで、できるだ

け加入していただいた中でそれぞれ負担していただく方向に進めていくべきというふうに考え

ております。 

○永末委員 

 そういった動きも当然進めていく、いかなくちゃいけないというふうに思うんですけども、

自治会の負担が入ることで、例えば自治会に入っている方、入ってない方で不平等感がすごく

出てくるんでないかというふうに思うんですが、例えば入っている方も入ってない方もその防

犯灯で照らされている道は通るわけですよね。そうなったときに入ってない方は負担もせず同

じだけの恩恵をこうむるという不平等な状況になっていますけども、こういう状況に対して自

治会の加入を促すのがひとつ方策としてあると思うんですけども、そのあたりですね、自治会

の、その加入というのは今現状としてはどういった形になっているんですか、任意の形なのか、

それとも強制してやっているのか。 

○市民活動推進課長 

 ご存知の通り任意の団体ですが、防犯、防災に取り組む項目としては大事な項目ですので自

治会介入の促進を進める中で、みんなで助けをしながら地域を守っていこうという姿勢でござ

いますので、自治会加入は、そのことを大切だというふうに位置づけております。 

○永末委員 

 自治会の加入率を増やしていただくというのも必要だと思いますが、先ほど申し上げたみた

いな形で、その自治会自体がつくれないようなところも出てきていると思うので、一律に市と

自治会の分担という形も今後考えていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思うん

ですが、具体的に申し上げますと市が負担するというふうな形の方が不平等感はないと思うん

ですが、そのあたりどうでしょうか。 

○総務課長 

 防犯灯の取り扱いについては自治体そこそこで差異があります。都市部につきましては自治

会が中心で地方に行くにつれて自治体の方が設置してやるという傾向がございます。ことのス

タートは地域の防犯については自主的に地域で主体的に取り組んでいただくというスタンスの

もとに、当初は、旧飯塚で申しますと旧飯塚は当初すべて自治会での負担であったものが、さ

まざまな事件等を契機に自治会で負担すべきでない個所、たとえば自治会間の境とか、自治会

がどこの自治会とか判別できかねる部分につきましては市の方で設置するということからス

タートしまして、今のような形態になった経過があるようでございます。ですので、今後は市

の方としましても基本的には自治会でつけていただいて、難しいところにつきましては一定の

基準のもとに市の方で対応するというふうなスタンスでいきたいというふうに考えております。 

○永末委員 

 今のようなスタンスというのは何か形として基準として提示されるように思っていてよろし

いでしょうか。 

○総務課長 

 市が設置する基準として一定の内部的な基準を設けております。基準としましては基本的に

は原則自治会での設置といたしまして、市が設置する場合の基準としましては、周辺に集落が

なく通学路となっている場合、周辺に集落がなく駅やバス停から集落に通じ通行量の多い道路、

同じく集落がなくどこの自治会とも認めがたい場合、自治会と自治会との間でどちらの自治会
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とも認めがたい場合等にという基準の中で市が設置する基準を設定させていただいております。 

○永末委員 

 自治会の加入について、先ほど任意の形というふうにご答弁がありましたが、例えばその自

治会に入ることによりもたらされるメリット、もしくは入ったことにより、まあデメリットと

いったら表現が悪いんですけど負担する部分とかふえてくる部分があると思うんですが、そう

いったもの、ちょっと具体的に説明していただけますでしょうか。 

○市民活動推進課長 

 自治会に入ったメリットをということございますが、まず第一に、先ほど話しましたように

防災、福祉、環境、そのような地域活動を通じまして隣り近所の安心感を醸成し、そしてその

地域のコミュニティを活性化させていけるということでございますので、そのような視点で自

治会加入が促進されていくということが望ましいと考えております。デメリットというのは、

私ども担当部課としてはないというふうに考えております。会費等を納められたとしましても、

それが地域をそれぞれつないで、また自分たちのためにお使いになって返ってきているわけで

ございますので、自治会活動に対してデメリットがあるというふうには一切考えていないとこ

ろでございます。 

○永末委員 

 今のようなお答えだと、たとえば自治会を任意加入にする必要もないじゃないかなというふ

うに思うんですが、それを自治会には入んなくちゃいけないんだというふうな形にはできない

んですか。 

○市民活動推進課長 

 ご存知のように自治会活動につきましては、行政が例えば行政権力といいますか、行政のも

とで統治したり、それを左右するような圧力をかけたりするものではなくて、それは地域の皆

さんが自分たちの地域自治に基づいてやられてるところが最大のその地域の活動のすばらしい

ところでございますので、今のところ行政の方がそのように参加を強制するものではないとい

うふうに考えております。 

○永末委員 

 先ほどのメリットという部分で、福祉とか防災っていう部分で述べられたと思うんですが、

そういったとこは任意でいいような形じゃないと思うんですよね、皆さん１００パーセントそ

こに住んでらっしゃる方が、皆さん受けなくちゃいけない、恩恵だと思いますんで、その強制

はできないのはすごくわかるんですけども、今のような形でデメリットがないという形であれ

ば、加入の促進を強制ではないにしてももっと進めていくような活動を強力に推進していくべ

きじゃないかと思います。ですので、今後どういう形で、その自治会の加入というのを皆さん

に浸透していくのかという部分の方向性をお示しいただければと思います。 

○委員長 

 防犯灯の予算から外れてきていますので要望にしてください。 

○永末委員 

 要望ということでよろしくお願いします。 

○委員長 

 次に７２ページ、防犯灯の市管理費と自治会について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 設置費補助金ということになっていますが、新しく防犯灯とつける場合に自治会も出さない

かんのですかね、つけるときは。市が全部出してくださるのかと思っていましたがその辺はど

うなっていますか。 

○総務課長 

 基本的には相談がございます。先ほど言いました市が設置する基準に該当するということを
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判断すれば市の方で設置しておりますけれども、自治会長さん方々はすでにご理解していただ

いておりますので、そういったご相談なく自治会でというような形で、設置することについて

の補助金の申請が出てきます。それにより、補助基準がございまして、市で定めております補

助基準に従いまして補助金を出しております。 

○宮嶋委員 

 それが一律にいかないのでしょうけれども、大体どのくらいの割合とかいうのがあるんです

か。 

○総務課長 

 補助基準は柱から建てる場合につきましては、１万７８７０円、電話柱、九電柱での架設が

６,５００円、軒下、その他の設置が５,６９０円というような形で補助基準を定めております。

大体費用がどのくらいかかるかということでございますけれども、一般的にかかっている費用

の２分の１から３分の１程度の補助額になっています。 

○宮嶋委員 

 先ほどからいろいろ言われておりますが、結局、例えば自分のところの自治体の範囲に確か

にあるけれども、その奥の人たちのがたくさん動いてると。そういうところでもやっぱり、そ

の自治会でつけないかんのかというような声もあるんですよね、そういう場合は市でやってい

いただけるかどうかっていうのは相談すればいいということでしょうか。その自治会の中にあ

るから、大きな幹線道路はまた別でしょうけれど、市はしませんというふうにおっしゃるのか、

相談に応じられるのかどうか。 

○総務課長 

 先ほども言いますように自治会長さんは概略はご存じですので、基本的に自治会でつけてい

ただくことを基本といたしております。状況によっては、ご相談していただいた上で基準にの

るということがあれば、我々出向きまして現地を確認させていただきまして、先ほど言います

基準に該当するものであれば、市の方で設置するというような運びで事務を進めております。 

○宮嶋委員 

 そういう自治会の範囲の中にあるから、電気代も自治会でもてということですけれど、先ほ

どからでてますように自治会によってはもう本当に人数が少なくて、お年寄りばかりの自治会

でなかなか電気代を捻出するのもままならないというような自治会もありますので、ぜひです

ね、電気代についても他の地域の方の利便性とかいうこともあれば、ぜひ相談にのっていただ

いて、今電気代がないから消えたままになっているのだろうと思いますけれど、消えてるまま

になってるような防犯灯も見受けられますので、ぜひ夜あまり職員の方は出向かれないのかも

しれませんけれど、防犯灯がきちっとついてるかどうかというのを確認していただいて、本当

に危険がないようにやっていただきたいというふうに要望して終わります。 

○委員長 

 次に７２ページ、行政協力員等報酬について、吉田委員に質疑を許します。 

○吉田委員 

 ７２ページ、総務管理費の諸費、行政協力員報酬について金額で１億４２７１万６千円、こ

のことに対して、行政協力員の報酬について質問いたしたいんですが、この報酬の積算がどの

ような根拠で行われているのかにつきましては承知しております。予算説明書等でもご説明が

ありまして、行政協力員の報酬並びに協力員補助の報酬、件数等承知しておりますので、これ

の関連について永末議員のところで防犯灯関係でいろいろと質問が出ましたけれど、それと幾

分重複しますが、資料要求を私もしておりまして７５ページの行政協力員報酬等のところで自

治会の加入率ということで出していただいております。この表によりますと近年自治会加入率

の減少しております。提供受けました、過去５年の資料の内容に入りますが、自治会加入率が

平成１９年９月には、７３．８％から２０年につきましては、７２．６％、２１年については
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７１％、２２年について６９．６％、２３年には６８．３１％、近年毎年減少しているようで

すが、この原因についてどのようなことが考えられるのか説明をお願いします。 

○市民活動推進課長 

 自治会の加入率の低下の原因としましては、少子高齢化の進行、核家族化、都市化による人

間関係の希薄化、住民ニーズは多様化であると認識しております。平成１９年度に１２地区公

民館と連携した地域コミュニティに関するアンケートをしております。これによりますと自治

会の項目には、自治会がどのような組織かわからないこと。仕事や子育てに忙しくて時間がな

いこと。自治会に関心がない。自治会活動の内容に魅力がないなどの意見がございました。自

治会長からの相談や意見交換では、役員になりたくない。会費の徴収について理解が得られな

い。近所付き合いが煩わしい。また、自治会活動に頼らなくても困らないと考えている人が増

加している。または、アパートなどの集合住宅が増加した。また、今の地域に長く住む予定が

ないからなどの事柄が、自治会離れの原因ではないかとされております。本市に限らず、互い

に住民が干渉を好まないという時代背景が強くなっている現在におきましては、全国的にも加

入率は低下する傾向であると考えられております。 

○吉田委員 

 自治会の未加入者を含め、市報等回覧板の情報伝達についてどのようになさっておりますか。

また他の自治体はどのような取り組みを行っているのかお聞かせください。 

○市民活動推進課長 

 市報等の配布や回覧につきましては、行政協力員であります自治会長が隣組ごとに仕分けを

行いまして、行政協力補助員であります隣組長を通じて行っております。またこの方法に加え

て、自治会長が直接未加入世帯へ配付している自治会もございます。このほかには市報や案内

等を市内の公共施設に設置するとともに、飯塚市のホームページに掲載をしているのと同時に

今回試行として、市内４カ所のコンビニエンスストアに市報を設置しております。他の自治体

の広報等の配布方法につきましては、大きく３つの方法があるようでございます。本市と同じ

く、自治会を通じて配付する方法、次に新聞折り込みによる配布の方法、３番目に業者に委託

して配布する方法がございます。 

○吉田委員 

 次に、マンション、管理組合等自治会の関係について、飯塚ではないんですけれど、都会の

マンション等では管理組合の中で自治会に加入する条件があると聞きますが、飯塚市の現状に

おきましてもそういうことはございますか。 

○市民活動推進課長 

 ご質問の管理組合につきましては、マンションを区分所有される方が組織された団体でござ

いまして、主にマンションなどの維持管理を目的とした組織でございます。これに対して自治

会は同じ地域に居住する住民相互の親睦を図る中から、地域生活の向上を目的とする自治会組

織でありまして、管理組合と自治会とは性格が異なるものでございます。しかしながら、コミ

ュニケーションを豊かにしコミュニティを活性化させることは、防犯、防災などマンション居

住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるという考

え方から、自治会に加入することが多いと聞いております。マンションにつきましては、本市

でもその数が増加していると認識しておりまして、飯塚地区にありますリバーサイド自治会の

ようにマンション自体で、自治会を形成しているところもございます。 

○吉田委員 

 続きまして、自治会の加入の促進ですが、自治会の加入率がアパート等は低いと聞いており

ますが、賃貸物件を取り扱う不動産業者、または施工主、業者に対しまして市として自治会加

入等の指導及び要請は行っておりますでしょうか。 

○市民活動推進課長 
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 これまでに福岡県宅地建物取引業者協会の筑豊支部の研修会におきまして、自治会活動の重

要性や地域コミュニティ活性化などの説明と自治会加入促進への協力依頼を行っております。

また賃貸物件オーナーの方や関係業者の方から、自治会関係のご相談があった場合には、自治

会加入のお知らせチラシを入居者へお渡しいただくよう協力をお願いしてるところでございま

す。今回の研修会では、自治会費を家賃の中に含めて徴収する方法もあるとの事例も宅建業界

の方から紹介されております。この件につきましては先進地の事例も参考にしながら、今後と

も継続して取り組んでまいりたいと思っております。 

○吉田委員 

 続きまして地域福祉の向上に自治会の加入促進が非常に重要だと思います。これにつきまし

て、独居高齢者の方々の見守りの観点からも自治会の加入を高める必要があると思いますが、

これまで行われてきた方法のほかに何か取り組みをはじめること等がありましたらどのように

指導していくかについてお聞かせください。 

○市民活動推進課長 

 ご指摘のように自治会の加入率が高まることは、独居高齢者の方々の見守りにも大変有効で

あるということも含めまして、地域で取り組む福祉、防災、防犯、青少年育成、環境など問題

の解決や向上につながると認識しております。本市では、これまで転入者へ自治会加入案内の

チラシの配布や宅建協会等への自治会加入促進について協力依頼を行っており、継続してまい

りますが、今後は加えて代表質問でもありましたように、自治会連合会と連携して自治会活動

ハンドブックを作成してまいります。このハンドブックは、自治会活動の充実加入促進、行政

協力員制度、認可地縁団体の手続等を盛り込んで、自治会が活用しやすい形式にまとめるもの

でございます。以上のことについて、自治会連合会と連携して進めてまいります。 

○委員長 

 次に８２ページ、財政援助団体監査について、宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 ８２ページ、監査委員費で財政援助団体監査ということですが、今年度、監査予定団体を教

えてください。 

○監査事務局長 

 平成２４年につきましては、飯塚市社会福祉協議会、部落解放同盟飯塚市協議会及び飯塚市

観光協会の監査を行うよう計画しております。 

○宮嶋委員 

 監査をされる上で、留意されているポイントというのを教えてください。 

○監査事務局長 

 予算の執行が適正に行われているかを重点的に監査させていただいております。 

○宮嶋委員 

 補助金が適正に処理されているのかどうか、団体の活動以外のところにやっぱり上納とかい

うことで納められているというのはやはりおかしいと思うんで、それでお金が足りないという

のは絶対本末転倒ですので、ぜひ補助金が正しく使われているのかどうかきちっとやっていた

だきたいということをお願いしておきます。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な し ） 

他に質疑はないようですから、第１款 議会費及び第２款 総務費についての質疑を終結い

たします。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：３０ 
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再 開 １５：４５ 

 委員会を再開いたします。 

次に、第３款 民生費８３ページから１１１ページまでの質疑を許します。はじめに質疑通

告されております、８３ページ、国保税減免の相談件数と適用件数（３カ年）について宮嶋委

員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 申し訳ありません。質疑通告がちょっと間違っておりますが、これは８３ページ、社会福祉

総務費の国保会計繰出金について、その中身についてお尋ねをいたします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：４６ 

再 開 １５：４７ 

委員会を再開いたします。 

○健康増進課長 

 それでは資料要求があっています資料の７６ページになりますが、国保税減免の相談件数と

適用件数３カ年ということで。 

○委員長 

 違うよ。 

○健康増進課長 

繰出金の内容を言えばよろしいんですか。それでは一般会計から国保会計への繰出金の内容

についてご説明をさせていただきます。繰出金の内容につきましては、まず保険税の軽減分と

支援分がございます。それと一般会計から職員の給与相当分というのが繰り出されるというこ

とになっております。それ以外に助産費分、財政安定化支援事業分、それと療養給付費のこれ

は入所親ひとり親、そういったものに対する国保の負担金が減額された分の一般会計からの負

担分として繰り出しをしていただいております。内容としては以上のようになっております。

全体的な額といたしますと、今回全体で１１０９万７千円の減額になっておりまして、軽減分

の繰り出しが減ったことによる影響によりまして減額になっております。 

○宮嶋委員 

 それで資料を出していただいて減免の相談件数と適用件数ということで出していただいてい

ますが、この間の特徴というか、そういうものを教えてください。 

○健康増進課長 

 先ほど７６ページの資料から特徴的なものを説明します。７６ページの資料は左側に、縦軸

になりますけれども、税の医療給付分、後期高齢者支援分、介護納付分というような形になっ

ておりまして、その中の減免区分を災害、所得の激減、保険給付の軽減等で記載をいたしてお

ります。横軸に平成２０年度、２１年度、２２年度というふうな形で表記をいたしております。

その主なものをちょっと説明させていただきます。まず災害減免でございますが、２０年度か

らは２２年度の推移を見ますと、２１年度が件数、金額とも極端に増加しております。これは

２１年の７月に水害がございまして、その影響によりまして件数、金額とも増加いたしており

ます。２段目の所得の激減でございますが、これは平成２１年度の減免額が大きいのはリーマ

ンショックから世界的な不況によりますものの影響で極端に減免額が増えております。ただし

２２年度は国の制度といたしまして前年度の給与所得を３０％とみなす軽減制度が新たに創設

された関係で件数、金額とも減っております。３番目の保険給付の制限につきましては、これ

は収監されている方の減免になります。それは年度でそんなに大きな変移はしておりません。 

以上簡単ですが、説明を終わります。 

○宮嶋委員 
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 経済情勢が厳しい中でなかなか大変な暮らしをされている方が多いということで、ぜひこう

いう減免についても努力していていただきたいというふうに思いますが、国民健康保険税を引

き下げようかというようなお考えはないでしょうか。 

○健康増進課長 

 国保会計自体が、医療費が右肩上がりに現在も増えてきております。それで逆に今の現状で

申し上げますと、基金も底をつき赤字になるという可能性のほうが非常に高くなっております。

そういうことを勘案しまして、医療費の適正化を含めまして鋭意努力してできるだけ税率改正

につながらないようにという方向で努力しているところでございます。 

○宮嶋委員 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に８３ページ、国民健康保険資格証明書と短期証及び子ども保険証について宮嶋委員に質

疑を許します。 

○宮嶋委員 

 資料で７７ページに資格証と短期保険証、これは月によって違うというようなことを聞きま

したので、月ごとの分を出していただいております。やっぱり当初数が多くて少し努力されて

減ってくるというような、月によって随分違います。短期保険証、資格証、これで病院にかか

れないという方がやっぱりいらっしゃいますので、これの発行に関してはよく相談をされまし

て、ぜひしていただきたいと思うんですが、資格証の発行の基準を教えてください。 

○委員長 

 国保会計の話になっていますので、はずれています。要望にとどめてください。 

○宮嶋委員 

 資格証明書の発行に関しては、特にご病気の方がいらっしゃるということを十分に考えてい

ただいて、きちっと相手方のことも斟酌されてお願いしたいと思います。子どもに対する保険

証も同様でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に８７ページ、住宅手当緊急特別措置事業給付費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 ８７ページ、社会福祉総務費の住宅手当緊急特別措置事業給付費についてお尋ねをいたしま

す。まずこの給付の概要をお願いいたします。 

○保護第１課長 

 この事業の対象者は被生活保護者ではなく、一般の方が対象となる事業でございます。現在、

離職されている方であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち住宅を失っている者、また

は失う恐れのある者を対象といたしまして、原則６カ月間賃貸住宅の家賃として住宅手当を支

給するとともに再就職に向けた支援を行う事業であります。通常、原則６カ月間の住宅手当の

支給でございますけれども、延長申請時に就労活動要件を誠実に実施している方、また実施要

領に定める支給要件に該当している方につきましては最大９カ月間受給することができます。

ちなみに住宅手当の支給金額は上限１カ月３万２千円となっております。また、手当を受ける

受給要件ということで資料のほうにも明記しておりますけれども、平成１９年１０月１日以降

に離職したこと、２点目に離職前に主たる生計維持者であったこと、３点目に就労能力及び常

用就職の意思があり、公共職業安定所の求職申込を行うこと、または行っていること、４点目

に住宅を喪失していること、または喪失する恐れがあること、５点目が申請月における申請者

及び申請者と生計を同一する親族の収入額が基準額を下回ること、６点目に国の雇用政策によ

る失業給付金、職業訓練等の給付を受けていないこと、この受給要件を満たす方が申請されれ

ば該当するという形になります。 
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○宮嶋委員 

 資料集の７８ページに資料をつけていただいておりますが、そこに数字も書いていますが、

この制度の利用状況と今後についてお尋ねいたします。 

○保護第１課長 

 平成２１年度につきましては、申請人員４名で延月数が１０月、支給額につきましては

３０万８０００円というふうになっております。また、２２年度につきましては、申請人員

１４名で延月数が６９月、支給額１８４万１９００円となっております。平成２３年度におき

ましては２月末現在で申請人員５名で述べ月数１９月、支給額で６０万８千円ということにな

っております。実際のところ、この事業は平成２１年の１０月から始まっておりますけれども、

２１年度の相談件数は２４件ありました。しかしながら、申請件数は４件。平成２２年度にお

きまして相談件数は２３件ありましたけれども、最終的には申請件数１１件となっています。

本年度におきましても、２月末までには相談件数１７件ありましたけれども、申請件数は５件

となっています。相談者の半数以上が他の失業給付金等を受給し、支給要件に該当していない

方が最終的には多いと、そういった実情というふうになっております。しかしながら、来年度

もこの事業を続けさせていただきますので、再度市民の広報等には市報で掲載して周知、運営

の徹底を図りたいというふうに思っておるところでございます。 

○宮嶋委員 

 平成２４年度いっぱい継続されるということですね。なかなかこの制度をご存じない方がハ

ローワークに行ったらそう紹介してくださったという話がありますけど、なかなか周知されて

いなくて本当に失業されて大変な暮らしをされている方もいらっしゃいますのでね、ぜひその

啓発というか、皆さんにお知らせするほうにぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。 

○委員長 

 次に８７ページ、介護保険事業費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 ８７ページ、高齢者福祉費の介護保険事業費ということですけれども、特別会計繰出金の推

移というか、状況を伺いたいんですが、よろしいでしょうか。 

○介護保険課長 

 ８７ページにございます介護保険特別会計保険事業勘定繰出金１４億１８３５万１０００円

につきましては、これは特別会計にございます保険給付費約１１３億円の１２．５％を、これ

は法定で決まっております率でございますが、この分でございます。また次のページになりま

すが、介護保険特別会計保険事業勘定繰出金の（事務費等分）、２億８６２５万８千円につき

ましては、これは介護保険特別会計におきまして職員等の人件費が主なものになっております

が、総務管理費と徴収費及び介護認定審査会費と趣旨普及費、これらの費用に充てております。 

○宮嶋委員 

 今回第５期ということで保険料の引き上げになっておりますが、これによる影響とかは聞い

てはいけないですか。 

○委員長 

 厚生委員会であります。 

○宮嶋委員 

 取り下げます。 

○委員長 

 次に８８ページ、後期高齢者医療事業費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 これも資料を用意していただいていると思いますが、後期高齢者医療費でいま短期保険証が
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出されておりますが、その状況をちょっと教えていただきたいんですが。 

○委員長 

 これはだめです。次に８９ページ、住宅介護支援センター運営事業委託料について梶原委員

に質疑を許します。 

○梶原委員 

 ８９ページの民生費、高齢者福祉費の在宅介護支援センター運営事業委託料についてお尋ね

をいたします。在宅介護支援センターにはどのような業務を委託しておられるのか、お尋ねを

いたします。 

○高齢者支援課長 

 本市では地域包括支援センターを直営、１カ所で運営を行っています。この地域包括支援セ

ンターの地域の身近な相談窓口として、市内１２箇所に在宅介護支援センターを設置している

ところです。在宅介護支援センターへの主な委託業務は、高齢者に関する在宅介護や福祉サー

ビス利用の相談、安否確認を兼ねた訪問指導や福祉サービスの利用申請の代行手続など、総合

的な相談に応じていただくこととなっております。 

○梶原委員 

 この予算書の概要では、１２業者あってその委託が２４００万円ということですけれども、

１事業者あたりにすると２００万円程度ですけれども、これでやっていけるんでしょうか、お

尋ねをいたします。 

○高齢者支援課長 

 在宅介護支援センターの委託料につきましては、地域支援事業対象外分をこの一般会計に予

算計上しているものです。介護保険特別会計に５８００万５千円を計上しております。委託料

総額は１２箇所で８４１０万円というふうになります。 

○梶原委員 

 そうすると１２箇所あるわけですけれども、１事業者では合わせると大体７００万円程度は

委託事業として委託費を払われておるということですね。この事業についてはだいたい年間に

９,０００件を超える相談があっておると思いますので、削らないようにしていただいて今後

も進めていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に９０ページ、長寿祝金について宮嶋委員の質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 ９０ページ、民生費、高齢者福祉費の長寿祝金についてです。昨年度よりずいぶん金額が下

がっておりますが、その内容を教えてください。 

○高齢者支援課長 

 前年度と比較しまして１８９２万９千円の減少となっている理由につきましては、平成

２２年度までは４月１日現在の満年齢で長寿祝金を贈呈しておりました。この基準日でいきま

すと、例えば９９歳の方が長寿祝金をお渡しする際、既に１００歳になられているとか、そう

いった事象がありまして、自治会長様のほうからいろいろお渡ししていただく際に要望等もご

ざいました。そのようなことから、２３年度長寿祝金の対象年齢を当該年度中に７７歳、

８８歳、９９歳及び１００歳以上に到達する方に改めたことにより、２３年度中は旧要綱と新

要綱が混在していたものです。そのため、今年度からは新要綱対象者だけとなることから、

１８９２万９千円の減少となっているところでございます。 

○宮嶋委員 

４月１日なのか２日なのか生まれて３月までということで、年度のうちに８８歳とか

１００歳とかになられる方ということですが、このときの基準日は４月１日時点でやるんです

かね。 
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○高齢者支援課長 

 旧要綱が４月１日現在の満年齢、旧要綱ですね。新要綱が当該年度４月１日から翌年３月

３１日、この間に満年齢に達する方ということになります。 

○委員長 

 次に９２ページ、飯塚国際車いすテニス大会開催補助金について上野委員に質疑を許します。 

○上野委員 

 民生費、障がい者福祉費、飯塚国際車いすテニス大会開催補助金についてお伺いをいたしま

す。予算資料の１０ページに内容の説明がありまして、増加分の２０５万円についてはメイン

コート両側仮設観客席設置経費分ということですが、具体的にこのハードな設置費だけという

ふうに理解してよろしいでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 こちらの１０ページの予算資料のほうに書いておりますとおり、通常の運営費につきまして

は１３５万円と、それから今回筑豊ハイツテニスコートのほうを改修しておりまして、コート

数が４面から３面になりますが、この空きました所に仮設の観客席を設置するための金額を助

成するために、この２０５万円を増額して計上しております。 

○上野委員 

 仮設のこの観客席の席数と、あと２０５万円で全額足りるのか総経費はどのくらいかかるの

か教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この２０５万円の積算根拠ですけれども、現在、幅２．８メートル、長さ２１．５メートル

の５段でだいたい席数としては２０８席、１基２００席ぐらいを想定しておりまして、この仮

設の観客席を２基設置する予定にしております。そしてこの金額といたしましては、２基でだ

いたい２０５万８千円ほどの見積が出ておりましたので、その額から２０５万円を計上いたし

たものです。 

○上野委員 

 この車いすテニス大会についてはどこかに行かないようにということで、飯塚市も県も一所

懸命になっているところでありますので、できるだけですね、残れるような予算措置、これで

足りない場合は補正予算を組んででも助けてあげなければいけないのではないかなと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 ９２ページ、重度障がい者医療費について宮嶋委員の質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 ９３ページの障がい者福祉費、障がい者医療費という項目ですが、この増減についてお願い

いたします。 

○健康増進課長 

 資料要求の８３ページに平成２０年度から２２年度までの推移を載せております。これは子

ども医療費と重度障がい者医療費、ひとり親家庭を載せておりますが、真ん中が重度障がい者

医療費になっております。まず対象者でございますが、２０年度からは２２年度は大体

３,１００人前後で推移をいたしております。医療を受けられた件数につきましては２０年度

が８２,４５５件、２１年度が８２,２０９件、２２年度が８０,３５１件と、これは若干減少

傾向にありますが、次の次の１人当たり医療費を見ていただきますと、２０年度が１１万

３３３１円、２１年度が１２万１６４１円、２２年度が１２万９２９８円と、１人当たり医療

費につきましては２２年度がちょっと増加傾向になっております。これは３年間しか載せてい

ませんが、ここ数年それ以前の状況も見ましても大体同じような傾向で推移をしております。 

○委員長 
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 次に９４ページ、生活支援センター等運営事業委託料について梶原委員に質疑を許します。 

○梶原委員 

 ９４ページの民生費、障がい者福祉費、生活支援センター等運営事業委託料についてお尋ね

をいたします。この生活支援センターというのが、どのような目的で設置をされておるのか、

お尋ねをいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この障害者生活支援センターは障がい者や障がい児の保護者等からの相談に対しまして、必

要な情報の提供や専門機関を紹介したり、また、福祉サービスが必要な方にはサービスの利用

申請のお手伝いをするほか、権利擁護のために必要な援助を行うことによって、障害のある方

が自立した社会生活を営むことができるように、様々な支援を行うことを目的として設置して

いるセンターでございます。 

○梶原委員 

 目的は分りましたが、センターのスタッフの方は具体的にどのような活動をされておられる

のか、お尋ねをいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 スタッフの方々は電話や来訪による相談を受け付けまして、必要であれば家庭訪問を行って

状況把握のほか、また必要な支援のための申請代行などを行ってくれます。また、定期的な支

援が必要な方には、継続的な訪問を実施して見守りを行ったり、また緊急時には休日夜間に関

係なく訪問し支援することもあります。センター職員の方々は精力的に活動していただきまし

て、障がい者の支援に携わっていただいております。また、センター職員の方々は月に１回定

期的な会合をもちまして、処遇困難ケースの検討と併せましてセンター相互の情報共有を図り、

相談支援のスキルアップもあわせて図っております。 

○梶原委員 

 このセンターの委託料の内訳といいますか、それはどのようになっておるのか。また、この

委託料で十分できるのかということをお尋ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 それぞれの支援センターの委託料ですが、これは常勤職員と非常勤職員の２名分の人件費が

約９割、それから車で活動します燃料費だとか、通信運搬費、消耗品等の活動に関する経費が

約１割となっております。いま説明いたしましたとおり、人件費と活動に係る経費を委託料の

ほうに組み込んでおりますので、この経費で事業が実施できないというお声も上がっておりま

せんし、また他市の状況と比較いたしましても本市の委託料が低いということはなく、委託料

は妥当かと考えております。 

○梶原委員 

 委託料は十分妥当であるということですけれども、緊急時には夜間に訪問したりと、いろい

ろと多忙な部分があろうかと思っておりますので、その部分は十分また検討していただきたい

なと思っておりますので、ご配慮のほうをよろしくお願いをいたします。 

○委員長 

 次に９４ページ、障害者自立支援給付費について梶原委員に質疑を許します。 

○梶原委員 

 次に、９４ページの障害者自立支援給付費についてお尋ねをいたします。障害者自立支援給

付費の中で訓練等給付費というのがありますけれども、事業内容についてはどのようなものが

あるのか、お尋ねをいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 訓練等給付費とは障がい者の方々が日常的に、また社会的な生活を送るために必要なリハビ

リテーションや、それから就労に必要となる支援を提供するものでして、具体的には自立訓練
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と言いまして、機能訓練、生活訓練を行うもので、それから就労に関する訓練を行う事業、そ

して共同生活を送りながらの生活訓練をする等、そういったサービスを障がい者の方々に提供

した際に要した費用を事業所に対して市が支給する経費です。 

○梶原委員 

 これについても生活支援センターが、市のほうが委託されておるというか、６箇所ほどある

ようですけども、５箇所ですかね、あるようですけれど、この事業について市が関わる部分と

いうのがどのようなものがあるのか、お尋ねをいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 先ほどご説明いたしました生活支援センターに関しましては、この生活支援センターの職員

はこのようないろいろサービスを利用する際のいろいろな申請手続の代行を行ったり、また事

業の紹介などを行いますけれども、この訓練等給付に関しまして、これらの事業実施に直接市

が関わるということはございません。これらの事業の実施はサービス事業者の責任で実施され

るものです。また、このサービス事業所の指定については県のほうが実施しておりまして、市

町村はサービス事業所に対して必要があるときには事業所に対する調査・指導を行うことがで

きると法律上はなっております。 

○梶原委員 

 この事業の訓練等の給付ですけれども、いま障がい者が自立をすると、それからまた就労支

援の手助けをしていくということでいろんな形でかかわる機会があろうかと思いますので、市

としても良いかかわりを持って見守っていただきたいというふうに要望しておきます。 

○委員長 

 次に９４ページ、障がい者自立支援特別対策事業費について梶原委員に質疑を許します。 

○梶原委員 

 同じく９４ページですけれども、障がい者自立支援特別対策事業費についてお尋ねをいたし

ます。この特別対策事業費というのは、どのような事業について支払われるのか、お尋ねをい

たします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この特別対策事業費といいますのは、平成１８年度に施行されました障がい者自立支援法の

円滑な実施を図るために法施行に伴う激変緩和と新たな事業に直ちに移行できない事業所の経

過的な支援及び新法への円滑な移行の促進に対応するために、都道府県において基金を造成し

特別事業を開始したものです。これは自立支援法の新体系移行の経過措置が終了する平成

２３年度をもって終了する予定でありましたけれども、新体系移行後の事業運営の安定化を図

るためにこの基金事業が１年間延長される予定となったものです。従来、この基金事業により

まして事業運営安定化事業及び以降時運営安定化事業などを実施しておりますけれども、平成

２４年度につきましても新体系移行後の事業運営の安定化を図るための措置が検討されている

ことを踏まえまして、事業を内容につきましてはまだ詳細が国のほうから示されておりません

けれども、２３年度事業の継続を想定して予算要求をしております。 

○梶原委員 

 まだ想定しての予算要求ということですけれども、その中で事業運営の安定化事業ですか、

そういったものがあるんですけれども、この特別対策事業のうち事業運営安定化事業とはどの

ような事業がされるのか、お尋ねをいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この事業運営安定化事業といいますのは、それぞれ事業所のほうが障がい者自立支援法の導

入によりましてこれまでの月払いにおける報酬額の９０％を下回る場合にその差額分を助成す

るという制度でして、一定の報酬額を補償し事業所のより一層の安定的な運営を確保するため

に実施される事業です。なお先ほども申し上げましたとおり、２４年度のこの基金事業につい
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ては事業案が示されている段階でして、その資料によりますと同様の事業ですけれども、若干

事業名称が変わるというふうな情報も流れております。 

○梶原委員 

 まだまだということですけれども、これからのですね、この事業を実施する上で自治体の持

ち出しが増えることがないのかどうか、お尋ねをいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この事業につきましては、これまで要綱で示された負担割合通りに県と市町村とで事業費の

ほうを負担しているために市の持ち出しが増えるということはありませんでしたし、今後も同

様に推移するものと考えております。しかしながら障がい者に対する他の事業では、国・県・

市の事業費の負担割合が定められているものの、補助金が頭打ちで交付されまして市町村の負

担割合が大きくなっているものもございます。 

○梶原委員 

 市の負担割合が大きくなっておる事業もあるということですけれども、事業費が大幅に伸び

ているようですけれども、財源不足によって利用者に負担が転嫁されるようなことがないのか

どうか、お尋ねをいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 障がい福祉サービスは市民税非課税世帯は無料です。また平成２４年４月１日からはサービ

スの利用に対しまして、応益負担ではなく、応能負担を原則とすることが法律の中で明文化さ

れますので、利用者にその負担が転嫁されるということはありません。 

○梶原委員 

 それでは負担の転嫁はないということですけれども、事業所がこれからまたできるというか、

努力を行っていくべきだと思いますけれども、その点についてはどう思われますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この障がい福祉サービスは公費で負担する支援給付費と利用者の一部負担金を得て事業が実

施できる仕組みとなっております。良質な障がい福祉サービスには、その提供にあたる良質な

人的資源の確保が不可欠でして、この基金事業はそういった福祉、介護職員の処遇改善に取り

組んでもらうために実施している事業です。事業所はこれらの基金を活用してより良いサービ

スを障がい者に提供していただくとともに、事業所の運営を安定化させてサービスの供給体制

の整備を図る努力が必要であるかと思います。 

○梶原委員 

 事業費の負担割合は、国・県・市とそれぞれ負担割合があるわけですけれども、この負担割

合の部分で少しずつ財源がなくなってくるとですね、障がい者の方たちの自立に向けた努力と

いうのが報われなくなくなるようで、そういった思いもしておりますので、これからも事業所

の安定化に向けた努力をしていただけるように指導を十分していただきたいということを要望

しておきますので、またこの予算措置についてはしっかりつけていただきますようにお願いを

しておきたいと思います。 

○委員長 

 次に９８ページ、乳児家庭全戸訪問事業費について田中委員に質疑を許します。 

○田中裕二委員 

 ９８ページ、乳児家庭全戸訪問事業費、赤ちゃんすくすく元気事業についてお尋ねをいたし

ますが、この事業の内容そして目的はどのようなものなのか、お尋ねいたします。 

○児童育成課長 

 まず、事業の目的ですが原則として生後４か月を迎えるまでの乳児がいる家庭を看護士等が

訪問し、子育ての孤立化を防ぐために育児に関するさまざまな不安や相談等を聞き、当該家庭

の適切な養育を確保すること並びに要保護児童の早期発見及び早期対応に努めることを目的と
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いたしております。内容につきましては子育て支援に関する情報提供を行うとともに親子の心

身の状況や養育環境の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しましては提供するサービス

の検討、関係機関との連絡調整を行っております。 

○田中裕二委員 

 目的は、子育ての孤立化を防ぐためにと、また要保護児童等の早期発見、早期対応を進める

ことが目的ということでございますが、２３年度で事例といいますか、特筆すべき事例があれ

ばお示しいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○児童育成課長 

 昨年４月に事業をはじめまして、要保護関係の報告は３０件あっておりますが、家の中が散

らかっているとかですね、掃除が行き届いていない、産後の体調不良とかで、特に赤ちゃんに

対してですね危険があるとかそういう状況ではございませんでした。 

○田中裕二委員 

 うちの孫のところにも来られたとは思いますけども、昨年２３年度の当初予算と比較すると

半分位の減額になっていますが、これ何か理由あるんでしょうか。 

○児童育成課長 

 事業を始めるにあたりまして初期の費用として公用車を３台購入させていただいております。

そういう費用を減額いたしております。 

○田中裕二委員 

 他市ではどのような状況になっているのかおたずねします。 

○児童育成課長 

 ２２年度まで２８市中２１市で実施してあります。２３年度では全市で実施してあります。 

○田中裕二委員 

 やっぱり必要な事業だと思いますので、まずは継続してやっていただきますようにお願いい

たします。 

○委員長 

 次に、子ども医療費について田中委員に質疑を許します。 

○田中裕二委員 

 ９８ページ、子ども医療費についてお尋ねいたしますが、資料が出ておりますのでだいたい

のところは理解できますが、これは県の対象は義務教育就学前ということになっています。本

市といたしましては対象者が小学校３年生修了前ということになっておりますが、この県の制

度の対象者を拡大している他市の状況、これはどのようになっておりますでしょうか。 

○健康増進課長 

 県内の他市の状況でございますが、６０団体中、県の基準どおり運用しているところが

１４団体、年齢は同一ですが３歳以上の所得制限を廃止しているところが２７団体、入院だけ

を小学校３年生まで拡大しているところが２団体、入院通院とも小学校３年まで拡大している

ところが７団体、飯塚市はここに含まれます。入院だけを小学校６年生まで拡大しているとこ

ろが３団体、入院通院とも小学校６年生まで拡大しているところが１団体、入院だけを中学

３年まで拡大しているところが２団体、入院通院とも中学３年生まで拡大しているところが

３団体、入院通院とも高校３年生まで拡大しているところが１団体となっております。 

○田中裕二委員 

 この子ども医療費は私どももずっと拡大を要望してまいりました。資料の中に小学校６年生

まで拡大すると新たに７４００万円の費用が、予算がかかるというふうにされておりますが、

これを義務教育まで拡大をすれば、単純にこれを掛け２というような計算になるんでしょうか。 

○健康増進課長 

 年齢がすすみますと若干医療費の方も減る傾向にございますので、この４年生から６年生ま
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での倍が若干減るというふうに考えていただければよろしいと思います。 

○田中裕二委員 

 先ほどの答弁の中で中学校卒業まで、入院・通院ともに対象者を拡大しているところは３団

体、高校卒業までが１団体ということでございました。ぜひとも本市におきましても、いま小

学校３年生まででございますが、段階的にでも構わないと思うんですけれども、なんとかの義

務教育終了まで拡大をしていただきたいと思いますので、今後の検討をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長 

 次に、同じく子ども医療費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 同じく９８ページ、子どもの医療費ですが、私が言おうとすることを全部、田中委員が言わ

れましたので、ぜひ、一般質問でも言いましたけれども、安心して子育てができるということ

ではやっぱり中学校まで、やっている団体があるわけですから、ぜひ頑張っていただきたいと

いうことをお願いいたします。 

○委員長 

 次に９９ページ、私立保育所運営費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 ９９ページ、児童措置費の私立保育所運営費ですが、随分増えておりますが、この内訳をお

願いいたします。 

○保育課長 

 私立保育所運営費が伸びているということで内訳ということでございますが、その理由とい

うことになろうかと思いますけど、私立保育所運営費につきましては平成２１年度から鯰田保

育所を民営化しております。その関係で２２年度には飯塚東保育所、その後２４年度、今年度

から津原保育所を民営化することとしております。そういったことで公立保育所の民営化に伴

いまして私立保育所の運営費が増えている傾向にあります。きょうお示しています資料をお願

いいたします。資料の３ページ、この資料の中ほどの方に私立保育所運営費の５カ年の推移を

示しております。この中の歳出のところで私立保育所運営費、平成１９年から平成２３年度ま

での見込みをお示ししておりますが、平成１９年度を見ていただきますと、１５億７５７５万

２０１０円ということで、平成２３年度との比較を見ますと１７億７８２６万２０３０円とい

うことで、約２億２千万円ほど増額することになっております。これはいま言いましたように、

下にあります児童数を見ていただいたらわかりますが、平成１９年度と平成２３年度の見込み

を比較しますと約２,５００人ほど延べ人数で増えております。こういった意味で私立保育所

に入所しております児童、保育について国で定めた最低基準を満たすように、入所児童の児童

数に応じまして支援する費用ということでございます。 

○委員長 

 次に９９ページ、児童扶養手当について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 これも資料を出していただいているんですよね。児童扶養手当については増加の傾向のよう

ですが、この要因を教えてください。 

○児童育成課長 

 はっきりしたことはわかりませんが、長引く不況の影響などが何らかの形で家庭環境に影響

し離婚が増加したと思われます。また児童扶養手当法の一部改正によりまして平成２２年８月

１日から父子家庭の方も児童扶養手当の支給対象となったことも増加の要因となっております。 

○宮嶋委員 

 特徴を聞こうと思いましたけどそこまで言われましたので、父子家庭まで入ったということ、
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離婚等によって増加しているということですね。 

○委員長 

 次に１００ページ、ひとり親家庭等医療費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 １００ページ、母子父子福祉費、ひとり親家庭等医療費について、この内容をお願いいたし

ます。 

○健康増進課長 

 ひとり親家庭医療費の対象者でございますが、母子、父子家庭、養育者も入りますが、その

お子さんが１８歳の年度末までの方が対象となっております。 

○宮嶋委員 

 所得制限とかそういうものはあるんですか。 

○健康増進課長 

 児童扶養手当に準拠して所得制限を設けております。 

○宮嶋委員 

 これは児童扶養手当と違って減少しているように思われますが、その内容、原因を教えてく

ださい。 

○健康増進課長 

 ひとり親家庭医療につきましては、従前は寡婦の方も対象者として入っておりました。その

方が平成２０年の１０月から段階的に減少しておりまして、最終的には２２年９月まででその

制度自体が廃止されております。その関係で対象者が２０年から２２年度を比較いたしますと

減少している理由でございます。 

○委員長 

 次に１０１ページ、保育所運営費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 これは先の私立保育所と逆だろうというふうに推測されますので、取り下げさせていただき

ます。 

○委員長 

 １０３ページ、子育て支援センター費について宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 子育て支援センター費増額の内訳を教えてください。 

○保育課長 

 子育て支援センター費の主な増額の内訳でございますが、本年２月に東町商店街空き店舗に

街なか子育て広場の開設に伴います臨時職員１名増分、それから店舗の借上料が月額１４万円

で１２月で１６８万円、それからこれにかかります施設の光熱費が、２０４万９千円でござい

ます。先ほどいいました人件費の関係は、１３３７万３千円でございます。こういう人件費、

今言いました主な原因は、街なか子育て広場の開設に伴う増額でございます。 

○宮嶋委員 

 街なか子育て広場をつくったために、光熱水費、家賃、人件費が１名分ふえたということで

すが、現在の子育て広場の利用状況というか、現状を教えてください。 

○保育課長 

 ２月１日からオープンいたしましたが、利用者数は来館者が１,５６１名ございました。そ

してまた出前講座としてでております分まであわせますと１,７２７人ということで、１日あ

たりで８２．２人ということで、利用者があっております。穂波子育て支援センターの前年同

時期と比較しますと約３倍の利用者があることになります。開設しまして、また２カ月足らず

でございますので、他の支援センターとの利用状況など、どの程度影響が出るかということも
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今後見極める必要があると考えております。街なか子育て広場の利用者が、増加することによ

りまして他の支援センターが減少することが考えられますので、利用者アンケート調査を近々

実施して、またニーズ調査というのも行いながら、飯塚市における子育て支援のあり方を考え

てまいりたいというふうに思います。 

○宮嶋委員 

 他の支援センターが少なければ、廃止も考えていくというようなことでしょうか。 

○保育課長 

 先ほど申し上げましたように、近々支援センターの利用者の皆さまを対象にアンケート調査

を実施してその意向も含めたところで今後考えていきたいというふうに思っております。 

○宮嶋委員 

 小さいお子さんを連れて移動されるわけですから、やっぱり身近なところに支援センターが

あると、街なかの便利のいいところに寄ってくるという部分もあるかもしれませんけれど、ぜ

ひそういう後ろ向きじゃなくて、前向きの方にですね、拡大していく方にぜひ考えていただき

たいということを申し上げます。 

○委員長 

 次に１０４ページ、認定こども園整備事業費について、宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 

 １０４ページ、保育所費、認定こども園整備事業費ですが、関連がありますので２０６ペー

ジ幼稚園費の方の認定こども園整備事業費も併せてお願いしたいと思いますが、資料を出して

いいただいております。８６ページ、ここにその両方の部分についての事業内訳というに書い

てありますので、この内容のご説明をお願いいたします。 

○保育課長 

 まず最初に保育課の方で計上しております主な内容について説明をさせていただきます。施

設の内容でございますが、昨年、公立保育所幼稚園のあり方に関する実施計画によりまして、

市内にあります公立保育所３カ所、それから幼稚園３カ所について平成２５年４月から幼児教

育と保育を一体的に提供する認定こども園として３園に再編整備することとしております。ま

ずこのために２４年度中に、施設の整備を行うものでございます。まず最初に幸袋保育所と幸

袋幼稚園でございます。児童数は保育所は９０名、幼稚園が９０名ということで、１８０人の

規模になるんですが、これについては近接した両施設を活用いたしまして、保育所で調理した

給食を幼稚園へ搬送するための搬送口テラスの設置工事費、これが８４万円、それから調理室

用品、備品等の購入費でございますが、これの１９７万円が主なもので幸袋につきましては合

計で３５３万４千円を計上しております。次に、赤坂保育所と庄内幼稚園でございます。ここ

は、あわせますと１６５名の認定子ども園として新しい施設になるわけでございますが、比較

的施設が新しい赤坂保育所を活用いたしますが、７５名の幼稚園児を受け入れしまして、認定

子ども園にするわけでございますが、保育室２室増設するということで、その費用７８９０万

円が主なものでございます。その他を含めますと合計で９５４０万５千円を計上しております。

それから次に、頴田保育所と頴田幼稚園でございますが、ここはあわせますと１９５名の児童

数を受け入れることになります。この施設につきましては、新しい施設であります頴田保育所

を活用いたしますが、この現在の遊戯室を区分しまして可動式にしまして、改修を行い、２部

屋をつくる予定にしております。その費用が３６０万円、これが主なもので合計で４３８万

５千円を保育課の方で計上しております。 

○宮嶋委員 

 幸袋ですけれども、園舎が離れているということで、搬送口というふうになっていますが、

結局給食を屋外から運び込むという形式になるわけですね。 

○保育課長 
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 現在検討しておりますが、幸袋保育所の調理室の方でつくりまして、それを車といいますか、

特殊車のようなものを考えていますが、それに載せまして距離は近いんですが、幸袋幼稚園の

方に運んでいくというふうなことで給食を提供していくと。その受け入れ口は雨風があたって

も大丈夫なようなテラスをつくって対応したいというふうに考えています。 

○宮嶋委員 

 車というか台車というかそういうものを使われるということですけれども、保育所の方で一

緒に給食の時間を過ごすというふうな形にはならないんですか。場所的に無理なんですか。 

○保育課長 

 先ほどもご説明しましたように、幸袋保育所の場合は現施設をそのまま利用しますので、

１カ所に全部集めてというのはちょっと無理だと思いますので、現施設を利用しながら給食を

提供したいというふうに考えています。 

○宮嶋委員 

 学校もそうですけれど、施設一体型じゃなくて認定こども園というのが、動き出してみない

とどういう状況かわかりませんけれども、なにかものすごく無理があるような気がするんです、

近いとはいえ。これがもう少し離れていたらどうなるのかなとかですね。その辺やっていかれ

る中でいろいろ工夫が出てくると思いますけれども、ちょっとその辺を感じました。それから

赤坂保育所の遊戯室を区切って幼稚園の子ども達が過ごせるようにすると。１つを２つにする

んですか。別につくるんですか。 

○保育課長 

 先ほどご説明いたしましたが、赤坂保育所につきましては、２部屋増設をいたします。 

○宮嶋委員 

 はい。わかりました。ぜひ子ども達の環境きちっとやっていって、スムーズにいくといいな

と思いますけれども、幼稚園費のもう一つの部分は、幼稚園のところで聞いた方がいいですか。 

○委員長 

 続けていいですよ。 

○宮嶋委員 

 いいですか。２０６ページの幼稚園費でワーキンググループアドバイザーという経費がのせ

てありますが、これの内容を教えてください。 

○学校教育課長 

 まずワーキンググループと申しますのは現在、認定こども園の開園に向けまして、保育所、

幼稚園の職員共同で指導計画、教育内容を含む管理運営等に関する検討会を開催しております。

これがワーキンググループになります。そのワーキンググループ中で、いろんなことを検討し

ていきますが、その中で先進地域からの講師が必要な場合があるということでの計上になって

おります。 

○宮嶋委員 

 このワーキンググループの会議というのはどういう頻度でされる予定なのか教えてください。 

○学校教育課長 

 現在も既に開催しておりまして、５回開催しております。今後また時期を見て、適宜いろん

な件での検討に入りたいというふうに考えております。 

○委員長 

 お諮りいたします。議案第２号については本日の審査をこの程度にとどめ、明日３月１５日、

午前１０時から委員会を開き審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

以上をもちまして、平成２４年度一般会計予算特別委員会を散会いたします。 


